
平成20年度事業評価書要旨   



平成20年度事業評価書（事前）要旨   





平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名：医政局指導課   

事業名  救急医療体制の基盤整備・強化   

基本目標Ⅰ  
安心・信額してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

政策体系上の        施策目標1   

位置付け   地域において必要な医療が提供できる体制を整備すること  
施策目．標2－1  

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること   

① 平時から地域全体で医療機関の専門性について情報共有し、病状に応じた適切な医療を  
提供できる医療機関・診療科へ患者を効率的に振り分けることができる体制を整備する。  

事業の概要         ② 平成18年度補正予算より小児初期救急センターの施設・設備整備の補助を行っている  
が、新たに運営費を補助する事業を実施し、設置の促進を図る。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  尉l  無  その他  
（理由）  

救急医嫉を含む地域医療の確保については、地域差を生じることがないよう、行政機  
関が主体的に取り組む必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 佑■l  無  その他  
（理由）  

救急医療機関の整備は地方（都道府県）においても重要な課題ではあるが、全国どの  
地域においても国民全てが一定水準の医療を享受できるような体制の必要性からする  
と、国としても支援をしていく必要がある∩  
民営化や外部委託の可否  可  陪l  

（理由）  

民間の医療機関等の取り組みにかかる費用の一部を補助する事業であることから、事  
業の性質j二、民営化や外部委託は困難である。  

他の類似事業（仙省庁令を含む）がある場ノ今の苺複の有無  佑■l   無  
（有の場合の整理の考え方）  

従前より国の補助事業として救急医療対策事業があるため、補助が重複しないよう、  
交付要綱等に明記する。  

事業の有効性】  

施策に関する  本事業実施により、第二次救急医療体制等の強化が図られ、円滑な救急搬送受入体制  

評価結果の概  
が確立されることにより、受入困難事例の解消が期待できる。  

要と達成すべき  
目標等  

第二次救急医療体制の強化により、さらに重篤な救急患者を診療する第三次救急医療  
機関の負担が軽減され、救急医療体制全体の強化に繋がる。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額二・′14，671百万円（医療提供体制推進事業費補助金の内数））  



【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  当該事業の補助件数  当該事業の実施状況を見る指標  
（調査名・資料出所、備考）  
・ 医政局指導課調べによる。  

参考指標  本事業と指標の関連についての説明  
1  管制塔を担う医療機関の設  

置か所数  
2  小児初期救急センターの設  

置か所数  
（調査名・資料出所、備考）  
・ 医政局指導課調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名‥医政局Ⅰ医事課   

事業名  女性医師保育等支援事業   

基本目標Ⅰ  
安心・信額してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

政策体系上の        施策目標2   

位置付け   必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること  
施策目標2－1  

今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること   

子育て中の女性医師に対し、勤務形態に合わせて女性医師に代わり保育にあたる者や場所（保育  
サポーター、保育所等）を紹介したり、短時間正規雇用制度の活用や女性医師特有の個別具体的な  

事業の概要        問題について、相談するための受付・相談窓口を設置し、女性医師の離職防止及び再就業の促進を  
図る。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）l 貯】  無  その他  
（理由）  

政府・与党でまとめた「緊急医師確保対策について」（平成19年5月31日）で「女性  
医師等の働きやすい職場環境の整備」を掲げており、行政からの積極的支援が必要であ  
る。  

で行う必要性の有無（主に回と地方の役割分担の観点から）】 括▲l  無  その他  
（理由）  

医師確保対策については、政府・与党でまとめた「緊急医師確保対策について」（平  
成19年5月31日）で国の行うべく施策の柱であり、国が責任をもって関与していくこと  

（理由）  

女性医師の保育等支援を行うことは、国が責任をもって関与するとともに県内の医師  
確保の観点から各都道府県が積極的に関与する必要があり、民営化や外部委託にはなじ  
まないものである∩  
他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

事業の有効性    子育て中の女性医師に保育等支援を行うことにより、女性医師の働きやすい環境が整  
施策に関する  備され、離職防止や再就業の促進が図られ、医師の確保につながる。  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

受付・相談窓口を設置することにより、保育にあたる者が情報提供等を活用すること  
ができ、これまで女性医師自身のみで行っていた保育先の選定や確保を効率的に行うこ  
とができる 

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：181百万円）  



アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  
1  保育相談女性医師数  本事業の実施により、保育相談を行う女性医師が増え、  

の態様に見合った女性医師の就業が可能となる（  
2  医療施設従 （単位：人）（－）    勤務      事女性医師数    本事業の実施により、女性医師の離職防止・再就業促  

（単位：人）（－）  進につながり、就業女性医師数が増加する。  
（調査名・資料出所、備考）  

2．「医師・歯科医師・薬剤師調査」（大臣官房統計情報部調べ）（隔年の12月31日現在）  
による。  
【参考】厚生労働省ホームページhttp：／／wwwdbtk．mhlw．go．jp／toukei／data／180／2006／  

toukeihyou／0006337／tO139929／ISIOO39＿001．html  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨   

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名＝健康局結核感染症課  

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（新型インフルエンザ関係機関連携事業経費）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  

政策体系上の            感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  
位置付け              と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

新型インフルエンザ発生時における医療体制の整備を行うため、関係団体、関係機関（協力医療  
機関、保健所、防災関係、地域医師会、市町村等）が横断的に連携するための協議会を設置し、二  

事業の概要        次医療圏ごとに保健所を中心とした医療体制について、必要な検討を行うために必要な経費を補助  
する。二次医療圏で行う訓練に補助する。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）   括1  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に混乱を招かないよう、国、都道府県が主導し、医  
療体制を整備する必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
と・して、被害を最小限に食い止めるための医療体制の確保について施策を行うことは必  
要である∩  

可  「否t  

（理由）  

新型インフルエンザが発生した場合における危機管理体制の構築は、行政が主導とな  
って計画的に行うべき事業である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

施策に関する  事業の有効ノ性l    新型インフルエンザが発生した場合に必要な医療体制について協議会で検討を行うこと   

評価結果の概  や、訓練を行うことで地域の医療体制を確保することができる（  

要と達成すべき  
目標等  

新型インフルエンザが発生したとき、必要な医療体制を確保されていることが新型イン  
フルエンザのまん延防止につながり、被害を最小限にするためにも必要である。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：340百万円）  



アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1協議会の開催数（全二次医    医療体制について地域で十分検討することは必要であ  
療圏での実施／21年度）  るハ  

（調査名・資料出所、備考）  
指標は、健康局結核感染症課調べ。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名＝健康局結核感染症課   

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（新型インフルエンザ普及啓発費）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  

政策体系上の 位置付け           感染症など健廉を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  
と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

新型インフルエンザの発生に備え、国民に対する正しい知識の普及啓発を図るため、リスクコ  
事業の概要     ミュニケーション計画の策定やポスター・DVD・ガイドブックの作成、HPによる情報提供、イ  

ベントやシンポジウムの開催等を実施する   

【評価結果の概要】  

関与の必要件の有無（主に官民の役割分担の観点から）  l 佑1  無   その肌  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に混乱を招かないよう、正しい知識を普及する必要  
がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 佑1  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
として、被害を最小限に食い止めるための施策を行うことは必要である。  

民営化や外部委託の可否  
】可l   

（理由）  

否  

広報戦略等にたけている事業者に委託することは可能。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   l   有   
（有の場合の整理の考え方）  

施策に関する  事業の有効性l    個人レベルにおける新型インフルエンザに対する準備が進み かつ新型インフ／レエンザ   
評価結果の概  発生時冷静な対応や感染防止を期待できる∩  
要と達成すべき  
目標等  

発生時の対応について必要な知識を国民が持つことで新型インフルエンザ発生時、被害  
を軽微にすることにつながる。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：533百万円）  



アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  
1  新型インフルエンザの周知    新型インフルエンザの認知率の向上が、普及啓発の進  

率（80％以上／平成21年  
度）  

（調査名・資料出所、備考）  
健康局結核感染症課調べ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

闇め重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

当部局名：健康 評価実施時期：平成20年8月  担局結核感染症課   

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（医療体制の整備）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  
政策休系上の            感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  

位置付け              と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

新型インフルエンザ発生に備え、感染症指定医療機関及び新型インフルエンザ発生時に患者を受  
事業の概要     け入れる協力医療機関を対象に、設備（人工呼吸器、個人防護具、簡易ベッド）整備補助を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）必要件の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に混乱を招かないよう、国、都道府県が主導し、医  
療体制を整備する必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋■l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
として、被害を最′日限に食い止めるための医療体制の確保について施策を行うことは必  
要である∩  
民営化や外部 可  委託の可否  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した場合における危機管理体制の構築は、行政が主導とな  
って計画的に行うべき事業である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有  
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効性の評価    事業の有効件l  

新型インフルエンザが発生したとき、必要な医療体制の確保が新型インフルエンザの  

施策に関する  
まん妊防止につながり、被害を最′」Ⅷ艮にするためにヰー必要である∩  

評価結果の概  

要と達成すべき  新型インフルエンザが発生した場合、最大10万1千人の入院患者が見込まれている。   
目標等  こうした患者に対応できる体制を整備するため、感染症指定医療機関及び協力医療機関  

に設備整備を行うことは、被害軽減に督するため効率的である∩  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：3，125百万円）   
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  人工呼吸器の購入数  人工呼吸器の購入数は、新型インフルエンザ発生時に、  
（単位：台／平成21年度    医療従事者が医療を提供するための体制の充実を示す  

末）  ものである（  

2  個人防護具の購入数  個人防護具の購入数は、新型インフルエンザ発生時に、  
（単位：台／平成21年度    医療従事者が医療を提供するための体制の充実を示す  

ヰ）のである∩  

3  簡易ベッドの購入数（単位    簡易ベッドの購入数は、新型インフルエンザ発生時に、  
：台／平成21年度末）  医療従事者が医療を提供するための体制の充実を示す  

ものである∩  
（調査名・資料出所、備考）  
・指標は健康局結核感染症課調べ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

閣の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期二平成20年8月  担当部局名二健康局結核感染症課   

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（プレパンデミックワクチンの社会機能維持者への接種体制整備）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  
政策体系上の            感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  

位置付け              と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

プレパンデミックワクチンを医療従事者等・社会機能維持者に安全性・有効性の確認をしながら  

事業の概要     段階的に事前接種を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に社会機能の混乱を招かないよう、国、都道府県が  
主導し、社会機能を維持する必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 栴一l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
として、被害を最小限に食い止めるための社会機能の維持について施策を行うことは必  
要である∩  
民営化や外部委託の可否  向1   否  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した場合における危機管理体制の構築は、行政が主導とな  
って計画的に行うべき事業である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効件の評価  

施策に関する  
評価結果の概  

事業の有効性l  

要と達成すべき  
新型インフルエンザが発生したとき、社会機能を維持する業務に従事する者を確保す  

社会機能 ることにより、を維持し、混乱を最′」、限にするためにヰ、必要である∩  
目標等  

事前接種を行わず、新型インフルエンザ発生時に、必要な社会機能維持者を確保でき  
なかった場合、社会機能維持に関わる事業が継続できず、膨大な社会的損失を生じさせ  
るおそれがあるので、必要な社会機能維持者に対してワクチンの事前接種を行うことは  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：5，490百万円）   
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アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／う幸成時期）  

1  プレパンデミックワクチン    接種者数は、新型インフルエンザ発生時に、社会機  
の接種者数（単位：人／未    能維持に従事できる者の数であり、パンデミックにお  

ける社会機能維持の体制の充実を示すヰーのであるハ  
（調査名・資料出所、備考）  
・指標は健康局結核感染症課調べ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

閤の重要政策  

（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

担当部局名＝医政局研究開発振興 評価実施時期：、  平成20年8月  課   

事業名  グローバル臨床研究拠点整備事業   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

政策体系上の        施策目標9   

位置付け   新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること  
施策目標9－1  

新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること   

平成21年度から、治験拠点医療機関等に対して、国際共同臨床研究を行うための医師、臨床研  
究コーディネーター、外国語対応が可能なスタッフ等の確保、外国語対応可能な倫理審査委員会の  

事業の概要        設置等の人的な体制確保及び多様な研究に対応できる設備等の充実を図り、国際共同臨床研究に十  
分対応可能な体制整備を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）   隋1  無  その他  

本事業は、優れた医療技術の臨床応用を可能とする体制・基盤を整備し、より良い医  
薬品、医療機器等をより迅速に提供することにより、国民の保健衛生の向上を果たすと  
いう匡の役割の一環として行うものである∩  
同で行うノ〃、専性の有無（幸に同と珊方の役割分担の観点から）l 隋1  無   その他  
（理由）  

当該事業は、治験拠点医療機関等（国立高度医療センターを含む）が、全国の国民の  
保健衛生の向上のために行うものである。  

民営化や外部委託の可否  可  否  
（理由）  

本事業が軌道に乗り国際共同治験等が促進されれば、治験拠点医療機関等が自らの負  
担や医薬品、医療機器メーカーからの負担等により、実施可能。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有  
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効ノ性の評価  

事業の有効性l    国際共同臨床研究を積極的に行うことにより、すぐれた医療技術の臨床応用が促進さ  
施策に関する  れ、医薬品や医療機器の開発も含めた新たな医療技術の迅速な開発が期待される。  

評価結果の概  
要と達成すべき  

目標等  国際共同治験等が促進されることにより、医薬品等の承認審査が迅速かつ効率的に実  
施されることとなり、国民が早期に新たな医薬品等による恩恵を受けることができる。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：3，000百万円）   
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

ロ  国際共同治験届出数  本事業により国際的な共同研究がどのくらい実施され  
るようになったか  

（調査名・資料出所、備考）  

・指標は、医薬食品局審査管理課調べ。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  グローバル臨床研究拠点数    本事業によりグローバル（世界的規模で展開する）臨  
床研究拠点がいくつ整備されたか  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標は、医薬食品局審査管理課調べ。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「革新的医薬品・医    平成20年5月  ・臨床研究・治験については、中央IRB機能等を有し 高度な国際共  
関係する施政  

る5か年戦略」  方針演説等内                13日改定      療機器の創出に関す      同研究の実施が可能なグローバル臨床研究拠点を整備する。（平成21 年度から措置；厚生労働省）  閣の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名＝健康局総務課生活習慣病対策室   

事業名  女性の健康支援対策事業費   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標11  
政策体系上の 位置付け           妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、  

国民的な健康づくりを推進すること  

施策目標11－2  
生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図ること   

女性の健康づくりを支援するため、都道府県において、①乳がん・子宮がん②骨粗髭症③若い女  
性のやせ対策④更年期障害、更年期症状等について、下記事業等を例として、地域の実情を把握す  
るとともに創意工夫をこらした事業を実施するものである。  

事業の概要           a調査及び事業推進に係る企画・評価検討会  

b地域における女性の健康に関する実態調査  
c若年女性のための女性の健康手帳の作成・交付  
d研修事業（健康相談員の育成等）   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾l  無  その他  
（理由）  

新健康フロンティア戦略（平成19年4月18日、新健康フロンティア戦略賢人会議）に  
おいて「女性の健康力」が柱の1つに位置付けられる等、国として女性の健康づくりを  
総合的に支援する必要があるため∩  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋‾l  無  その他  
（理由）  

本事業により、国が都道府県での取組を促進することにより、地域における女性の健  
康づくりに関する課題について地域の実情に応じた取組を実施することができ、健康へ  
の意識が高まり稔診の受診につながる 

民営化や外部委託の可否  可   
（理由）  

本事業は、都道府県の取組に係わる費用の一部を補助する事業であることから、事業  
の性質上、民営化や外部委託は困難である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効性の評価    事業の有効性】    本事業により、女性の健康づくりに関する地域の課題に応じた取組の立案▲実施が可  
能となり、その結果検診受診率の向上が見込まれる（  

施策に関する  本事業は、女性の健康づくりに取り組む都道府県において、地域の実情を把握し、そ  
評価結果の概  れに応じた取組を実施するものであるため、地域の健康課題に対応した取組を効率的に  

要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：150百万円）   
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  乳がん検診受診率（単位：    女性の健康づくりを支援する取組を実施することによ  
％）  り、健康への意識が高まり検診の受診につながる。  
（前年度以上／毎年度）  

2  子宮がん検診受診率（単位    女性の健康づくりを支援する取組を実施することによ  
：％）  り、健康への意識が高まり検診の受診につながる。  
（前年度以上／毎年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1及び指標2は、「地域保健・老人保健事業報告の概況」（厚生労働省大臣官房  
統計情報部）による。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  本事業の補助件数  本事業がどれだけ実施されているかを示すもの。  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1は、健康局総務課生活習慣病対策室調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  

（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名＝労働基準局安全衛生部化学物質対策課   

事業名  ナノマテリアルの有害性等の試験等   

基本目標Ⅲ  
労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

政策体系上の        施策目標2   

位置付け   安全・安心な職場づくりを推進すること  
施策目標2－1  

労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること   

長期発がん性試験方法の確立のため、ナノマテリアル吸入ばく露装置の試作及び試験運転による  
事業の概要     性能の確認を行う。   

【評価結果の概要】  

（2）有効性の評価  
投入→活動→結果→成 

政策効果が孝旨瑚．する経路（果）l   ナノマテリアルの有害性試験の実施 → 試験結果の公表 → 労働者へのばく露防  
施策に関する  

評価結果の概 要と達成すべき  

ナノマテリアルの有害性を明らかにすることにより、労働者の健康の確保が図られる。  
目標等  

（3）効率性の評価  

本事業を実施するに当たり、公募を行い、専門的ノウハウを待った者に委託すること  
により効率的な実施が図られる∩  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  長期発がん性試験方法の確   ナノマテリアルの人への生体影響は未解明であり、ま  
立のためのナノマテリアル   た、生体影響を調べるための長期発がん性の試験方法  
吸入ばく露装置1基の試作  
（平成21年摩）  

2  試作した吸入ばく露装置に   ナノマテリアル長期発がん性試験を実施する上で実験  
ついて代表的ナノマテリア  
ル1物質を用いての装置の  

（調査名・資料出所、備考）  
ナノマテリアルの有害性等の試験等調査結果報告書による。  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重婁政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥労働基準局安全衛生部労働衛生課   

事業名  円滑な職場復帰支援のための職場復帰等相談員の配置   

基本目標Ⅲ  
労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

政策体系上の        施策目標2   

位置付け   安全・安心な職場づくりを推進すること  
施策目標2－1  

労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること   

各都道府県単個こ設置されている「メンタルヘルス対策支援センター」に、職場復帰等相談員を  
事業の概要     配置し、事業場がメンタルヘルス不調により休業していた労働者の円滑な職場復帰支援を行うに際  

し、必要な助言等を行う。   

【評価結果の概要】  
rl）」拓専一件の評価  

与の必要性の有無（主に官民の1貨割分担の雀8．点から）  l 隋1  その他  
行政関  
メンタルヘルス不調になった労働者の職場復帰対策については、大企業を除き、民間  

に十分なノウハウが蓄積されておらず、また、その性質からして事業者による自主的な  
取組みが期待しにくいことから、行政がその取組みに関与するとともに、支援を行うこ  
とが必要である。′  

これに加えて、事業者に対する助言等に当たって、必要に応じ民間の復職支援機関等  
を紹介することから、事業の性格上、営利企業による運営になじまないため、国が関与  
して安施する必習が矛）ろ（  

同で行う必要性の有無（主に回と．帥方の役割分担の観点から）ll右■l  無   その他  
（理由）  

全国どの地域ぺこおいても、一定程度のサービスの水準を確保するため、国が当該事業  
を取り組む必要がある。  

外部委託の可否  
I  l可1  

（理由）  

否  

職場復帰支援を始めとするメンタルヘルス対策に係る十分な知見を有するとともに、  
各地域における事業場外資源との連携を図り、事業者に対し的確な助言等が行える専門  
家などの一定の知識を有する人材を確保することができる全国組織を有する団体に委託  
することができる 
仙の葦百イ以事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無  l   有  閑  
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有功1件の評価  

政う宥効果が発現する；経路 ‖督入→活動一→結果→成果）l    全国47の都道府一県に設置されているメンタルヘルス対策支援センターに円滑な職場  

復帰支援のための職場復帰等相談員の配置→事業者等からの職場復帰支援に関する的確  
な助言等の実施→メンタルヘルス不調により休業している労働者の円滑な職場復帰の促  

施策に関する 評価結果の概  

要と達成すべき  
目標等  

場復帰等相談員を配置することにより、地域の実情に応じた効率的  
な取組を図れるヰ，のである。   

21   



（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

支援センターの調査による。  

センターヘの相談件数  による指標。  
（単イ立：件）  

（調査名・資料出所、備考）  
指標1はメンタルヘルス対策支援センターの調査による。  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  

（主なもの）  

！
‡
－
－
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名＝労働基準局勤労者生活部企画課   

事業名  仕事と生活の調和推進宣言都市の奨励   

基本目標Ⅲ  
労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

政策体系上の        施策目標4   

位置付け   勤労者生活の充実を図ること  
施策目標4－1  

労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進すること   

仕事と生活の調和の実現に向けた地域における取組を促進するため、積極的に取り組もうとする  
事業の概要     意欲のある自治体を「仕事と生活の調和推進宣言都市」に指定し、宣言都市が行う取組に対する支  

援を行う。   

【評価結果の概要】  

政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果） t    事業の実施→関係者の理解→関係者による取組の実施→仕事と生活の調和推進に向けた  

社会的気運の醸成  

事業の有効性l  

仕事と生活の調和の推進のための社会的気運の醸成を図るためには、各地方自治体に  
おける仕事と生活の調和の実現に向けた取組を、国（受託業者）が全国的に普及促進す  
ることにより、国全体での気運の醸成に繋げることが重要である。そうすることで、漸  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

仕事と生活の調和の実現のためには、全国一律の取組だけでなく、地域の実情を勘案  
する必要があるが、本事業はこれに積極的に取り組もうとする自治体を対象とするもの  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  「余暇と余暇生活」、「家   仕事と生活の調和の推進に向けた社会的気運が醸成  
族」、「地域生活」をより   されれば、左記事項をより重要と考える国民が増加す  
重要と考える人の率  るヰ）のと考えられる∩  

2  

（調査名・資料出所、備考）  
内閣府国民生活局「国民生活選好度調査」による。  
なお、未調査は3年に一度婁二施され、直i斤では平成20年摩に実施されている（  
アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  仕事と生活の調和推進宣言   仕事と生活の調和推進宣言を実施する都市数が多い  
都市数  ほど、本事業の訴求対象人口が増加するものと考えら  

れ、社会的気運の醸成に資するものといえる∩  
（調査名・資料出所、備考）  

業務委託先事業者からの報告に基づき集計予定。  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政   
ヽ＝．ヽ                   方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号12）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名：職業安定局公共職業安定所運営企画室   

事業名  ふるさとハローワーク推進事業（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標1  

位置付け  
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

施策目標1－1  
公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

地方公共団体（都道府県等）が独自の雇用対策を国と共同で実施することを要請する場合、国が  
職業紹介・職業相談を実施し、地方公共団体がセミナー、就業準備講習、面接会、事業所情報の提  

事業の概要        供等を実施する仕組みを整備する。この地方公共団体が講ずる施策の一部を事業内容に応じ、民間  
団体iこ委託して実施する。   

【評価結果の概要】  

ーク」では、対象年齢の区切りを設けず、地域の特性に応じた対象者に応じて就職  

（2）有効性の評価  

施策に関する  
評価結果の概  地域の特性に応じたワンストップの就職支援の実施により、よりきめ細やかな支援が  

要と達成すべき  
可能となり求職者の就耳裟が一層侭i任されろ（  

目標等  （3）効率件の評価  

国と都道府県等の共同による地域の実情に応じた就職支援を行うため、既存の組織・  
ノウハウを活用した事業を実施すろことができ効率的である（  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：2，740百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  
アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  
1就職件数（件）   ふるさとハローワークを利用する求職者の就職件数  

（m）   （地方公共団体と共同で事業運営を行うため、現時点  
における遠戚水準の記載は困難であろ∩）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（j幸成水準／達成時期）  
1相談件数（件）   ふるさとハローワークヘの来所者数  

（【）   （地方公共団体と共同で事業運営を行うため、現時点  

（調査名・資 
における達成水準の記載は困難である。）  

料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。   
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号13）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥職業安定局首席職業指導官室   

事業名  大都市圏における非正規労働者の就労支援体制の整備   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

政策体系上の 位置付け        こと   施策目標1  

労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  
施策目標1－1  

公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

l  

非正規労働者の特に多い大都市圏（東京、愛知、大阪）に非正規労働者の安定した就職を支援す  
るため、「非正規労働者就労支援センター」（仮称）を設置して、以下の取組等を行う。  
（1）担当制によるきめ細かな職業紹介・職業相談等  

自己理解・労働市場の理解支援から応募書類の書き方、面接の受け方指導等、個々の対象者の  
状況、課題等に応じて、担当制によるきめ細かな支援の実施。  

事業の概要                              （2）公共職業訓練の受講希望者に対する支援  

能力等に応じた公共職業訓練に係る情報提供や受講相談、受講あっせん等を実施。  
（3）求職者のこし一ズ、能力等に応じた求人開拓の実施  

求職者のここし→ズ、能力等に応じて、トライアル雇用や紹介予定派遣に係る求人開拓。  
（4）公共職業安定所の求人情報をはじめとした各種就職情報の提供   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） t 隋1 無  その他  
（理由）  

非正規労働者の増加については、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、低  
い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我が国の  
経済社会の活力を削ぐおそれがある。このため、このような社会的な課題に対して、市  
場に委ねるだけでは不十分であり、本事業により行政が関与し、適切な支援を行う必要  
があるハ  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無 ′ その他  
（理由）  

非正規労働者の増加については、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、低  
い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我が国の  
経済社会の活力を削ぐおそれがある。このため、このような我が国全体に係る課題に対  

実施すべきものである∩  
「召  

（理由）  

可  

本事業は、能力・経験や求職活動のノウハウの不足等から安定した職業に移行するこ  
とが困難な者に対する就職支援であり、国のセーフティネットとして、あらゆる職業紹  
介を取扱い、専門的なノウハウも有する公共職業安定所において実施することが適当で  
ある。  
他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の竜複の有無  有  
（有の場合の整理の考え方）  

事業の有効性l  
本事業の担当制によるきめ細かな職業紹介・職業相談等の支援等を通じ、より多くの  

非正蛤労働者の常用就職を図ることが期待される∩  

施策に関する  
非正規労働者の増加については、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、低  

い公的年金への加入状況による将来的な生活保護世帯の増加等につながることとなり、  
評価結果の概  我が国の経済社会全体の活力を削ぐおそれがある 本事業の実施は 非正規労働者の常   
要と達成すべき  用就職を図り、これらの問題点の解消に資する効果が期待される。また、本事業は、あ   
目標等  らゆる職業紹介を取扱い、専門的なノウハウも有する公共職業安定所により、既存の組  

織・ノウハウを活用しつつ実施する。このため、本事業は費用対効果の観点からも効率  
的である√、  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：607百万円）   

27   



アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
）  

「非正規労働者就労支援セ    本事業は、非正規労働者の常用就職を図ることを目  
ンター（ノ仮称）Jの支援対    標としているところ、その支援対象者の常用就職割合  
象者のうち、常用就職した  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

非正規労働者就労支援セン    本事業は、安定した就職を希望する非正規労働者を  
ター（仮称）の支援対象者    支援対象としているところ、その支援対象者数を「評  
数 （単イ立：人）  指標】とすることが適当であるため∩  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号14）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名‥職業安定局首席職業指導官室   

事業名  公共職業安定所における日雇派遣労働者等に対する安定就職に向けての支援   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の            施策目標1  
位置付け  

労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  
施策目標1－1  

公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

働由  

り以下の就職支援を行う。  
（1）担当者制による→貫した就職支援、職場定着指導等  

対象者の状況、課題等に応じて担当者制による総合的かつ一貫した支援。  
事業の概要   

最終的な常用就職を視野に入れた短期就業やトライアル雇用のあっせん等を支援するととも  
に、そのための求人開拓を実施。  

（3）安定就職者（日雇派遣等経験者）の職場見学ツアーと意見交換会  
（4）トライアル雇用の活用による日雇派遣労働者の常用雇用の促進   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  】 隋1  無  その他  
（理由）  

日雇派遣労働者等として就業を続けることは、本人の職業能力の形成、生活の安定に  
とって深刻な影響があるばかりではなく、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加  
速、低い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我  
が国の経済社会全体の活力を削ぐおそれがある。このため、このような社会的な課題に  
対して、市場に委ねるだけでは不十分であり、本事業により行政が関与し、適切な支援  
を行う必要がある∩  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 楕1  無  その他  
（理由）  

日雇派遣労働者として就業を続けることは、本人の職業能力の形成、生活の安定にと  
って深刻な影響があるばかりではなく、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、  
低い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我が国  
の経済社会の活力を削ぐおそれがある。このため、このような我が国全体に係る課題に  
対しては、国の着任において実施すべきヰーのである（  

圏  
（理由）  

可  

本事業は、能力・経験や求職活動のノウハウの不足等から安定した職業に移行するこ  
とが困難な者に対する就職支援であり、国のセーフティネットとして、あらゆる職業紹  
介を取扱い、専門的なノウハウも有する公共職業安定所において実施することが適当で  
ある。  
仙の類似事業（他省庁う）を含わ）があろ場合の貴複の有無  有  ヒ鴨  
（有の場合の整理の考え方）  

者制による一貫した就職支援、職場定着指導等を実施することによ  
り、上り多くの日雇派遣労働者であった者の常用就職を阿ろことが期待されろ（  

日雇派遣労働者が不本意なままこうした雇用形態での就業を続けることは、本人の職  
業能力の形成、生活の安定にとって深刻な影響があるばかりではなく、低所得に起因す  

施策に関する  る未婚率の上昇や少子化の加速、低い公的年金への加入状況による将来的な生活保護世   
評価結果の概  帯の増加等につながることとなり、我が国の経済社会全体の活力を削ぐおそれがある。   
要と達成すべき  本事業の実施は、日雇派遣労働者の常用就職を図り、これらの問題点の解消に資する  
目標等  

効果が期待される。また、本事業は、あらゆる職業紹介を取扱い、専門的なノウハウも  
有する公共職業安定所により、既存の組織・ノウハウを活用しつつ実施する。このため、  

尊業は着用対効果の観点から睾、効率的である（  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：1，687百万円）   
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アウトカム指‡票  本事業と指標の関連についての説明  
成水準／達成時期）  

1  安定就職コーナー （仮称）  本事業は、日雇派遣労働者等の常用就職を図ること  
の支援対象者のうち、常用    を目標としているところ、その支援対象者の常用就職  
就職した者の割合  割合を「評価指標」とすることが適当であるため。  

（単位：％）  

2  トライアル雇用常用雇用  本事業は、日雇派遣労働者等の常用就職を図ること  
移行率（単位：％）  を目標としているところ、その支援対象者の常用就職  

割合を「評価指標lとすることが適当であるため。  
（調査名・資料出所、備考）  
指標1及び2  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連について町説明  
達成水準／達成時期）  

1  安定就職コーナー（仮称）  本事業は、安定した就職を希望する日雇派遣労働者  
の支援対象者数  等を支援対象としているところ、その支援対象者数を  
（単位：人）  「評価指標」とすることが適当であるため（  

2  トライアル雇用開始音数  本事業は、日雇派遣労働者等の常用就職を図ること  
（単位：人）  を目標としているところ、その支援対象者の常用就職  

割合を「評価指標」とすることが適当であるため。  
（調査名・資料出所、備考）  
指標1及び2  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

社会保障の機能強  
ハローワークの機能強化による日雇派遣労働者等の安定した就職に向け  

関係する施政  ての支援、職場定着指導の実施   
方針演説等内  
閣の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号15）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期二平成20年8月  担当部局名＝職業安定局首席職業指導官室   

事業名  緊急地域共同就職支援事業（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標1  

位置付け  
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

施策目標1－1  
公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

雇用失業情勢が特に厳しい8道県において、「緊急地域共同就職支援事業」を創設し、国が実施  
する職業相談・職業紹介と、当該道県が独自で実施する不況業種等からの職種転換支援、離職者の  

事業の概要        生活安定支援等の雇用対策に密接に関連した講習、面接会、企業体験等を【一体的に実施する。ま  
た、そのための拠点として、「地域共同就職支援センター（仮称）」を設置する。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋1  無  その他  
（理由）  

近年、8道県の有効求人倍率は、特に厳しい水準で推移しているところ、今後もこの  
ような就職機会の乏しい状態で推移した場合には、我が国の経済社会の活力を削ぐおそ  
れがある。このため、このような社会的課題に対して、市場に委ねるだけでは不十分で  
あり、本事業により行政が関与し、適切な支援を行う必要がある。  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）† 有   控の個  

（理由）  

本事業は、公共職業安定所（国）が提供する全国ネットワークによる職業紹介と施策  
を独自に実施する地域の実情に応じた雇用対策を8道県が提供する共同事業の形態であ  
る。  
民営化や外部委託の可否  

I  l可l   

（理由）  

否  

本事業の一一部については、当該地域において適切と判断される民間団体に委託して実  
施する〔  
他の類イ以事業（他省庁分を含む）がある場合の竃複の有無  有  憮司  
（有の場合の整理の考え方）  

事業の有効性 t    本事業は、国が行う雇用対策と、地域の実情を踏まえた道県の雇用対策とを一体的に  
することにより、地域の雇用失業情勢の改善に督することとなることが期待される∩  

雇用失業情勢が特に厳しい地域において改善を図っていくためには、国が行う雇用対  
策と、地域の実情を踏まえた道県の雇用対策とを一体的に実施することが効果的である。  
本事業は、このような考え方に沿って実施するものであるとともに、既存の組織・ノウ  
ハウを活用して低廉な方法によることとしているため、費用対効果の観点から効率的で  
ある。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：621百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成7k準／達成時期）  

「地域共同就職支援センタ    本事業の実施により、当該地域における就職機会の  
ー（仮称）」利用者の就職    増大を図ることとしているため、「地域共同就職支援  
件数（単位：件）  センター（仮称）」利用者の就職件数とした。  

（▼）  なお、地方公共団体と共同で事業運営を行うため、  
現時点における達成水準の記載は困難である（  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

l地域共同就職支援センタ    本事業は、雇用失業情勢の特に厳しい地域において、  
ー（仮称）」利用者の相談    事業の中核的な拠点として「地域共同就職支援センタ  
件数（単位：件）  ー（仮称）」を設置して、各種の雇用対策を実施して  

（）  いるため、その支援対象者の相談件数とした。  
なお、地方公共団体と共同で事業運営を行うため、  

現時点における達成水準の記載は困難である（  
（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号16）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

担当部局名：  

職業安定局首席職業指導官室   
評価実施時期：平成20年8月  職業安定局介護労働対策室   

事業名  介護労働者の人材確保及び雇用管理改善の支援   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に作い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

施策目標1  

労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

政策体系上の  施策目標1－1   
位置付け   公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること  

施策目標2  
雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安  
定を図ること   

（1）介護労働者の人材確保・定着促進に資する介護関係助成金の創設  
雇用管理の改善を担う人材の雇入れ、介護業務未経験者の雇入れ、介護労働者のの作業負担軽  

減のための介助福祉機器の導入等、介護労働者の雇用管理の改善に取り組む事業主等に対する総  
合的な支援を実施。  

（2）雇用管理改善等援助事業の推進  
介護労働安定センターの各支部において、雇用管理の改善に取り組む事業主等に対する専門的  

事業の概要                    な相談援助等の実施。  
（3）「－福祉人材ハローワーク（仮称）」の創設等  

福祉人材の安定的な確保が特に困難な大都市圏（東京、愛知、大阪）に福祉・介護サービス分  
野に特化したマッチング拠点である「福祉人材ハローワーク（仮称）」を設置し、潜在的有資格  
者等の掘り起こし、きめ細かな職業相談・職業紹介等の人材確保支援を行う。また、全国57か所  
のハローワークに「福祉人材コーナーー（仮称）」を設置し、福祉・介護サーービス分野の職業紹介  

等の人材確保支援を行う。  

【評価結果の概要】  

（1）必要件の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  掩1 無  その他  
（理由）  

少子高齢化が進展する中で、福祉・介護サ「ビスのニーズは増大している。一方、現  
状においては、介護労働者の賃金や介護業務に対する社会的評価が低いことや、キャリ  
アアップの仕組みが構築されていない等の多岐にわたる問題を背景として、介護サービ  
ス分野における人材確保は困難な状況となっている。  

こうした課題を克服し、高齢者をはじめ国民が安心して暮らすことができる社会の実  
現のためには、市場に委ねるだけでは不十分であり、本事業により行政が積極的に関与  
し、将来にわたって介護サービスの担い手の確保・定着を促進していくことが必要であ  
る。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無   その他  
（理由）  

今後とも少子高齢化が進展していく中で、全国的に介護サービスの需要が増大してい  
くことが見込まれることから、地域により介護サービスの提供体制に格差が生じないよ  
う、国の責任において本事業を実施し、介護労働者の安定的な確保・定着を促進してい  
くことが必要である。  

民営化や外部委託の可否  「可  
（理由）  

否  

本事業のうち、介護労働者の雇用管理の改善に資する相談援助及び助成金の支給業務  
等について、政策的な相乗効果を上げる観点から、専門的なノウハウを有する指定法人  
介護労働安定センターにおいて一一体的に実施することとしている。  
他の類イ以事業（仙省庁令を含わ）がある場合の重複の有無  有  撫q  

（有の場合の整理の考え方）  

2）有効性の評価    事業の有効性l  

本事業は、助成金の支給を通じて福祉・介護サービス分野の雇用の確保・定着が促進  
されるとともに、介護福祉機器の導入等の促進により、雇用管理の改善が図られること  
が期待される。また、「福祉人材ハローワーク（仮称）」等におけるきめ細かな職業相  
談・職業紹介等により、福祉・介護サービス分野における安定的な人材の確保に資する  
こ♪♪なるため、本尊要は有効であろ（  
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福祉・介護サービス分野における人材の確保・定着を促進するための手段として、雇  
用管理の改善に自ら取り組む事業主等に対して支援していくことが効率的かつ効果的で  
ある。  

本事業は、雇用管理の改善に取り組む事業主等を支援するとともに、専門的なノウハ  
ウを有する公共職業安定所、介護労働安定センター等の既存の組織を活用しつつ、最も  
低廉な方法により事業を実施するものであり、費用対効果の観点からも効率性を有する  
ものである〔  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき                                            （政策等への反映の方向性）   

目標等   評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：10，501百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（i妻成7k準／達成時期）  

1  助成金を受給したことによ    本事業は、助成金の支給等により、福祉・介護労働  
り、当該事業所における雇    者の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保・定  
用管理改善への取組が向上    着を促進することを目的としているため、本指標とし  
した事業主の割合（単位：  
％）  

2  雇用管理等相談援助事業を    本事業は、専門的な相談援助等により、福祉・介護  
受けた事業所において、本    労働者の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保  
事業を受けて一年経過した    ・定着を促進することを目的としているため、本指標  
時点における同事業を受け  
たときからの自己都合によ  
る離職率（単位：％）  

3  福祉関連職業の充足率  本事業は、「福祉人材ハローワーク（仮称）」等によ  
（単位：％）  るきめ細かな職業相談・職業紹介等を通じ、福祉・介  

護サービス分野における安定的な人材の確保を図るこ  
ととしているため、本指標とした（  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：  

・指標1は、助成金を受給した者に対し実施したアンケート調査（都道府県労働局  
調べ。）による。  

・指標2は、相談援助事業を受けた事業所に対し実施した追跡調査（財団法人介護  
労働安定センター調べ。）による。  

・指標3は、厚生労働省「職業安定業務統計」による。  

アウ■トプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

d  助成金支給決定件数  本事業は、助成金の支給により、福祉・介護労働者  
（単位：件）  の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保・定着  

促進することを目的としているため、本指標としたゎ  
2  雇用管理等相談援助事業に    本事業は、専門的な相談援助等により、福祉・介護  

係る相談／情報提供件数    労働者の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保  
（単位：千件）  ・定着を促進することを目的としているため、本指標  

とした〔  
3  r福祉人材ハローワーク（仮    本事業は、「福祉人材ハローワーク（仮称）」等によ  

称）」等における相談件数    るきめ細かな職業相談等を通じ、福祉・介護サービス  
（単位：件）  分野における安定的な人材の確保を図ることとしてい  

るため、木棺標とした（  
（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：  

・指標1及び3は職業安定局調べによる。  
・指標2は（財）介護労働安定センター調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

社会保障の機能強  
化のための緊急対  

関係する施政  

方針演説等内  
閣の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号17）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：  平成20年8月  担当部局名：職業安定局地域雇用対策室   

事業名  雇用創造先導的創業等奨励金（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の           施策目標2   

位置付け   雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安定を  
図ること   

パッケージ事業を実施する地域におい て、パッケージ事業による支援を受けた創業予定者の中か  
事業の概要     ら、地域雇用創造協議会が地域内で先導的な役割を果たす者として選定したものに対し、創業に要  

する費用の一部を助成する。   

【評価結果の概要】  

（2）有効件の評イ舐  

事業の有効性】  

助成金の支給により、地域内における先導的な創業者が生まれるとともに、当該事業  
主の労働者の雇い入れと定着を可能とするものであり、有効な事業である。  

（3）効率性の評価  

パッケージ事業との相乗的な効果が得られるものであり、効率的な事業である。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目鱒等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：200百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  

1  本助成金の支給を受けた事  

業所のうち、本助成金の支    き  
給終了後半年を経過した時  
点で一般被保険者の数が3  
人以上である事業所の割合  

（％）  

（80％以上／平成23年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

本助成金の支給対象となる創業の件数  
1  支給決定件数（件） （20件以上／平成21年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  



（整理番号18）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥職業安定局地域雇用対策圭   

事業名  地域貢献活動分野支援事業（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の           施策目標2   

位置付け   雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安定を  
図ること   

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域社会の活性化に貢献する分野（地域貢献括  
動分野（保健・医療又は福祉の増進を図る活動や、社会教育の推進を図る活動など））で活動する  
小規模の法人等を対象に、雇用管理体制をはじめとする経営体制等の整備に関する支援を行うとと  

事業の概要           もに、当該支援を受けて経営体制等の整備を図った法人等が、雇用保険の→般被保険者として労働  
者を1名以上雇い入れた場合に助成金を支給することにより、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地  
域における新たな分野での雇用機会の開拓を図るものである。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） l 附l 無  その他  
（理由）  

地域を支える地域貢献活動分野において活動する法人等を更に新たな雇用の場として  
発展させ、地域の雇用構造を改善するものであり、民間の持っノウハウを活用しつつ実  
施するモデル事業である。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 附l  無  その他  
（理由）  

本事業は、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域を対象として、地域の雇用構造を改  
善する新たな方法を試行するモデル事業で 

（理由）  

本事業のうち、地域貢献活動分野で活動する法人等に対して経営体制等の整備に閲す  
る支援等を行う事業については、いわゆる中間支援組織等をはじめとする民間団体の中  
から、企画競争入札により選定されたものに対して委託するものであり、民間のノウハ  
ウを積極的に活用す るヰ、のである∩  

他の類似事業（他省庁令を含む）がある場合の蛋複の有無   l   

（有の場合の整理の考え方）  
有  憮目  

2）有効件の評イ面    事業の有効性l  

委託事業により経営体制等を整備するとともに助成金を支給することで、資金面の問  
題から雇い入れに踏み出すことができない法人等の発生を防ぐことができ、助成金が支  
給されている間に助成金に頼らず雇い入れを継続する体力を法人等が身につけられるよ  
うにすることを目標としているため、地域貢献活動分野において活動する法人等を雇用  
の場として開拓することができる。  

また、地域貢献活動分野において活動する法人等の経営基盤が強化されることにより、  
地域社会の活性化につながり新たな雇用機会が創出されるといった波及効果が期待でき  
る。  

法人等のニーズを把握した上で事業を実施することとしており、支援の対象とする法  
施策に関する  人を絞り込み、もう一歩のところで雇い入れに踏み出せないでいる法人等に対して集中   
評価結果の概  的に支揺することとしており、効率的に事業が実施できる∩  
要と達成すべき  

目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：123百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
）  

1  労働者定着率（％）  本事業により雇い入れられた労働者のうち、事業終了  
（50％／平成23年度）  後半牛を経過した時点においても引き続き雇用保険の  

一般被保険者として雇い入れられている者の割合  
（調査名・資料出所、備考）  
指標1は、職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

d  支援対象法人等数（団体）  
（150団体／平成22年度）  

2  支給決定件数（件）  本事業により労働者の雇入れを行った事による助成金  
（300件／平成22年度）  の支給決定件数  

（調査名・資料出所、備考）  
指標1及び指標2は、共に職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号19）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：平成2・0年8月  担当部局名：職業安定局若年者雇用対策室   

事業名  フリーター常用就職支援事業の拡充   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

全国のハローーワークにおいて実施しているフリーター常用就職支援事業について、対象者を30代  
後半の不安定就労者まで拡大し、職業相談・紹介から職場定着までの一貫した就職支援を実施する  

事業の概要        ため、フリーター常用就職サポーターの増員を行い、常用雇用化に向けた－一貫した就職支援の強化  
を行う。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾】  無  その他  
（理由）  

若年者雇用問題は、若年者自身のキャリア形成はもとより、わが国社会・経済システ  
ムに重大な影響を与えるものであり、不安定就労の増大や生活基盤の欠如による所得格  
差の拡大、社会保障システムの脆弱化、さらには、社会不安の拡大、少子化の一層の進  
行等深刻な社会問題を引き起こしかねない重要な問題であり、本事業の内容については、  
市場に任せているだけでは十分ではなく、同が実施する必要があるハ  
同で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋‾l  無   その他  
（理由）  

若年者雇用問題の解決は、全国的な課題であり、国が対応することが必要である（  
民営化や外部委託の可否  否  
（理由）  

フリーター常用就職サポーターについては、若年者問題に精通した専門的・実務的能  
力を有する者等への委嘱により実施している∩  
他の類イ以事業（他省庁令を含む）がある場合の苺複の有無  有  閑  
（有の場合の整理の考え方）  

2）有効件の言平価  

フリーター常用就職サポーターが、就職活動に関する個別相談・指導助言、職場定着  
支援等を実施することは、フリーター等の常用雇用化を推進し、フリーター等の数の減  
少に有効な手段である∩  

全国のハローワークにおいて、ハローワークの有するノウハウや全国ネットワークを  
最大限活用しつつ、フリーター常用就職サポーター等の担当制による一貫した就職支援  
を実施することにより、フリーター等の常用雇用化を促進することは、フリーター等の  

雇用化を図る上で 

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：839百万円）   

39   



アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
準／i章成時期）  

1  公共職業安定所におけるフ    本事業における常用雇用化数により事業効果を把握  
リーター常用雇用化数（単  
位：人）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

B  公共職業安定所における支    本事業における支援対象とした新規求職者数により  
援対象新規求職者数（単位  

：人）  

資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号20）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名：職業安定局若年者雇用対策室   

事業名  若年者の応募機会の拡大等についての事業主等に対する周知・啓発、相談等   

基本目標Ⅳ  

経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を区る  
こと  

政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

若者の応募機会の拡大等に係る事業主等の理解の促進を図るとともに、事業主からの相談に応じ  
るため、ハローワークに配置されている若年者雇用アドバイザーの増員、事業主団体に対する周  

事業の概要        知・啓発等に係る委託事業においてモデル企業による取組の普及の実施など、事業主への相談機能  
の充実等を図る。   

【評価結果の概要】  

（2）有効件の評価  

事業の有効性l    若年者雇用アドバイザー による企業訪問等による働きかけや、事業主団体等を通じた  
モデル企業による取組の普及等は、事業主の理解や取組を促し、若年者の応募機会の拡  

促進する上で有効な手段である 

（3）効率件の評価  

若年者雇用アドバイザーが企業に訪問し、若年者の応募機会の拡大等のための条件整    備に伴う阻害要因を発見・整理し、企業の実情に応じた解決のための手順・方法等具体  
的課題について相談に応じ、助言することは、若年者の応募機会の拡大等を図る上で効  

施策に関する  率的である。   
評価結果の概  また、既に平成20年度において実施している若者の応募機会拡大に係る事業主団体等  

要と達成すべき  への委託事業の一環として、各地域においてモデル的な取組を行う企業を選定し、その  

目標等  
取組状況や成果について、地元新聞紙上等への掲載や、厚生労働省ホームペ「ジにおけ  
る周知等により、全国に広く発信することは、若者の応募機会拡大に係る社会的気運の  
高まりに督するヰーのであり、若年者の応募機会の拡大等を回る上で効率的である（  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：376百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
）  

1  若年者雇用アドバイザーの    若年者雇用アドバイザーが相談助言活動を行った事  
相談助言活動を行った事業    業所のうち、新たに通年採用の導入等「青少年の応募  
所のうち、新たに若年者の    機会の拡大に関する指針」に掲げる若年者の応募機会  
応募機会の拡大の措置を行    の拡大の措置を行った事業所の割合により事業効果を  
った事業所の割合（単位：  
％）  

（調査名・資料出所、備考）  

アウトプット指標  
（i妻戚7k準／達成時期）  

ロ  若年者雇用アドバイザーが    若年者雇用アドバイザーが相談助言活動を行った件  
相談助言活動を行った件数  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号21）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥故業安定局若年者雇用対策室   

事業名  若年者等試行雇用事業の実施   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

若年者試行雇用事業の対象者の年齢要件について、35歳未満を40歳末摘に拡大する。なお、その  
事業の概要     他の対象者の要件は従前通りとする。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  ll有1  無  その他  
（理由）  

若年者雇用問題は、若年者自身のキャリア形成はもとより、わが国社会・経済システ  
ムに重大な影響を与えるものであり、不安定就労の増大や生活基盤の欠如による所得格  
差の拡大、社会保障システムの脆弱化、さらには、社会不安の拡大、少子化の一層の進  
行等深刻な社会問題を引き起こしかねない重要な問題であり、本事業の内容については、  
市場に任せているだけでは十分ではなく、国が実施する必要がある（  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無  その他  
（理由）  

若年者雇用問題の解決は、全国的な課題であるとともに、試行雇用の実施に際しても  
国が公共職業安定所で行う職業紹介の一貫として、きめ細かな相談、援助などを行う必  
要がある（  

民営化や外部委託の可否  可   「召  
（理由）  

フリーターや末就職卒業者等の若年者等は職業経験、技能、知識等が不足しており就  
職が困難な場合が多く、景気の影響等により労働市場において十分な需給調整機能が期  
待されない場合もあることから、職業紹介の一環として国が主体となって実施する必要  
がある 

他の類イ以事業（他省庁分を含む）がある場合の電複の有無  有   
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効性の評価  

フリーターや未就職卒業者等の若年者等は職業経験、技能、知識等が不足しており就  
職が困難な場合が多いことから、事業主がこれらの者を一定期間試行雇用することによ  
り、その適性や業務遂行可能性を見極めること等を通じて、試行雇用後の常用雇用への  
移行を図る若年者等試行雇用事業を実施することは、フリーター等の常用雇用化を推進  
し、フリーター讐の数の減少に有効な手段である（  

施策に関する  全国のハローワークにおいて、職業紹介の一環として、30代後半の不安定就労者も対   
評価結果の概  象として若年者試行雇用事業を実施することは、これまで若年者試行雇用事業により、  
要と達成すべき  多くの者が常用雇用に移行できていることに鑑み、フリーター等の常用雇用化を図る上  

で効率的である 
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：6，823百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  

月  常用雇用移行率（単位：％）  トライアル雇用後に常用雇用に移行した率により事  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  
（達成水準／達成 

本事業と指標の関連についての説明  
時期）  

1  トライアル雇用開始者数    トライアル雇用の開始者数により事業効果を把握す  
（単位：人）  る∩  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号22）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

事業名  若年者等雇用促進特別奨励金   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

若年者雇用促進特別奨励金について、対象労働者の要件として雇用保険被保険者でなかった期間  
を3年から1年に緩和し、年齢要件を35歳末涌から40歳未満に拡大するとともに、支給額につ  

事業の概要        いて中小企業の場合における支給額の増額及び支給期間の延長を行う。また、有期実習型訓練後に  
常用雇用した場合においても、一定の要件のもと、当該奨励金を支給することとする。   

【評価結果の概要】  

の評価  
（2）有効件    事業の有効性l  

年長フリーター等は職業経験、技能、知識等が不足しており就職が困難な場合が多い  
ことから、年長フリーター等をトライアル雇用後や有期実習型訓練修了後に常用雇用す  
る事業主に対して若年者等雇用促進特別奨励金を支給することは、年長フリーター等の  

を推進し、年長フリーター讐の数の減少に有効な手段である〈  

施策に関する  
（3）効率性の評価  

評価結果の概  年長フリーター等は職業経験、技能、知識等が不足しており就職が困難な場合が多い   
要と達成すべき  ことから、若年者等雇用促進特別奨励金により事業主の教育研修に係る負担を軽減する  

ことは、フリーター等の常用雇用化を図る上で効率的である 
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：368百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  若年者雇用促進特別奨励金  
の対象者数  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名＝雇用均乳児童家庭局職業家庭両立課   

事業名  一般事業主行動計画策定等支援事業   

基本目標Ⅵ  
男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推  

進すること  

施策目標1  

政策体系上の 位置付け            男女労働者が多様な公正や能力を発揮でき、かつ仕事と家庭の両立ができる雇用環境及び多様な  
就業ニーズに対応した就業環境を整備すること  

施策目標1－1  
男女労働者が多様な個性や能力を発揮でき、かつ仕事と家庭の両立ができる雇用環境及び多様な  

就業ニーズに対応した就業環境を整備すること   

→般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が拡大される平成23年までの2年間に、101人以  
上300人以下規模企業を中心とした中小企業に対する一般事業主行動計画の策定・届出の取組に向け  
た支援を強化する。  

（1）中小企業→般事業主行動計画策定推進2か年集中プラン  
【中央における取組】  

個々の企業の実情に応じたきめ細やか個別の支援ができるよう、取組マニュアルを作成するほか、  
コンサルタントに対する研修等、全国の次世代育成支援対策推進センターの事業支援を行う。  

・実態調査  
・企業の取組支援のための資料（マニュアル）の作成  
・次世代センター等の取組支援（中央研修会の開催、企業コンサルティング業務テキストの作  

事業の概要  
成）  

【地方における取組】  
集団説明会やコンサルタントによる個別相談等を実施することにより、個々の中小企業における行  
動計画の策定・届出を支援する。  

・実態把握  
・講習会の開催  
・個別相談の実施  

・情報提供  

（2）次世代育成支援対策推進員の配置  
101人以上300人以下の企業を中心とした中小企業に対する一一般事業主行動計画策定・届出の取組に  
向けた支援を強化するため、次世代センターに配置する推進員を増員し、体制を強化する。  

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋1  無  その他  
（理由）  

本事業は少子化対策の施策の一環として、改正次世代法において101人以上の規模の  
事業主に義務づけられた行動計画の策定を円滑に進めるためのものであるため、行政が  
関与することが不可欠である∩  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無  その他  

（理由）  

ーー般事業主行動計画の策定は、改正次世代法により全国→律に101人以上の規模の事  
業主に義務が課されたものであり、策定に対する支援も全国一律に実施することが必要  
であるため、本事業は国において実施すべきものである。  
民営化や外部委託の可否  向1   

（理由）  

本事業の実施に当たっては、地域別・業種別などの個々の企業の実態に応じ、適切な  
相談等の援助を行うことができるものとして次世代育成支援対策推進センター等一般事  
業主団体を指定して実施することとしている∩  
他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の裏襟の有無   有  栗田  
（有の場合の整理の考え方）   
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＜投入＞  

（1）一般事業主行動計画の策定・実施についての好事例の収集及び好事例集等取組マニ   
ュアルの作成及びコンサルタントに対する研修（中央の取組）  

（2）一般事業主行動計画の策定・実施等次世代育成支援対策に関する講習会の実施及び   
コーディネーターによる個別相談の実施（地方の取組）  

（3）次世代育成支援対策推進員を主要なセンターに設置することによる、センター事業   
と一体となった一般事業主に対する支援（センターの体制強化）  

1  

＜結果＞  

各企業の実情に応じた適切な一般事業主行動計画の策定・実施等次世代育成支援対策の  
推進  

1  

＜成果＞  

労働者が安心して子どもを産み育てられる職場づくりの実現   

労働者が安心して子を産み育てられる職場づくりが実現することにより、少子化の背  
景として指摘されている仕事と家庭の両立の負担感を軽減することにつながり、少子化  
の流れを変える施策の一つとしての効果の発現が見込まれる。  

段 
）
該
 
 

当該事業を行わない場合  

事業を行わなければ、中小企業に対する周知・啓発が不十分になり、どのように  
計画を策定したらよいかわからない等の混乱が生じる可能性がある。また、個々の  
の実態に応じた一般事業主行動計画の策定を支援することが困難になり、次世代育  
援対策推進法の趣旨に照らし十分な成果が現れないことなどが想定される。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

（b）ほかに想定しうる手段で行った場合   
例えば、単に一般事業主行動計画策定指針を周知するのみであれば、個々の企業がそ  

の業種の特性など、それぞれの実情に応じた計画の策定が十分にできないことや、計画  
が形式的なものにとどまってしまい、策定した行動計画が十分な効果を発揮しないなど  
の事態が想定される。   

（c）当該事業を行った場合   
当該事業の実施によって計画を策定する事業主にきめ細かな支援を行うことで、個々  

の事業主の実情に合った効果的な行動計画の策定につながり、ひいては子どもを産み育  
てやすい職場づくりの実現が図られる。   

＜費用と効果の関係に関する評価＞   
本事業の経費は、一般事業主行動計画の効果的な策定のために最低限必要な取組の必  

要経費であり、この費用の投入により、子どもを安心して産み育てられる職場づくりの  
実現→少子化の流れの変化→わが国の社会経済に与える深刻な影響の回避という大きな  
効果が得られるものである。   

また、本事業の実施に当たっては、次世代育成支援対策推進センター等の事業主団体  
を指定することにより相談等のノウハウを有する民間活力を有効に活用することができ  
るため、費用対効果が高い。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において、所要の予算を要求する。  
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「子どもと家族を  ①働き方の改革による「仕事と生活の調和の実現」と②就労を支える多  

方針演説等内  
関係する施政            応援する日本」重 点戦略    平成19年12月         様な保育サービス等の子育て支援の充実を車の両輪として取り組んでい       くことが指摘されたところであり、事業主の次世代育成支援の取組み推  

進のための制度的な対応等については、早急に着手するものとされた。  

闇の重要政策  
（主なもの）  

■ ■■■－－－－－ －－●■■－■一■●●■■■－■－－－■－－－－－ －－－－－－－一■－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－■■■■一●一■－■－－－■■■■■■   

4β   



、50  

明
 
 
 



平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名‥雇用均等・児童家庭局保育課   

事業名  保育所緊急整備補助金   

基本目標Ⅵ  
男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推  

進すること  

政策体系上の  
施策目標2  

利用者のニーズに対応した多様な保育サービスなどの子育て支援事業を提供し、子どもが健全に  
位置付け                 育成される社会を実現すること  

施策目標2－3  
保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニ←ズに対応できる保育サービスを確保するこ  

と   

待機児童が多い市区町村を中心として定員増を伴う民間保育所の緊急的な整備を行い、受入児童  
事業の概要     数の拡大を図る。   

【評価結果の概要】  

関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  附l  無  その他  
（理由）  

児童福祉法上、保育の実施義務が市町村にあり、保育所の基盤整備には行政の積極的  
関与が希求される。  

国で行う必要件の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）ll有l  無  その他  
（理由）  

少子化問題は、我が国の活力にかかわる問題であり、その解決のためにも、国全体と  
して、希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができる社会を実現し、  
子どもの健やかな育成に社会全体で取り組むため、国と地方が協力し、各々が主体的に  
保育施策の充実等を図る必要がある。  

「召  
（理由）  

可  

少子化問題は、我が国の活力にかかわる問題であり、その解決のためにも、国全体と  
して、希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことがセきる社会を実現し、  
子どもの健やかな育成に社会全体で取り組むため、国と地方が協力し、各々が主体的に  
保育施策の充実等を図る必要がある。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無－  佑1   鹿  
（有の場合の整理の考え方）  
児童福祉施設等にかかる施設を整傭する場合に交付される次世代育成支援対策施設整  

備交付金事業と異なり、①待機児童の多い市区町村を中心に、②定員増を伴う保育所整  
備を行う場合 に対し、従来の手法とは異なる視点から（従来の計画以上の業務の推進  
や必要な所要額の確保など）に本事業の対象とする。  

路（投入→活動→結果→成果） 
政策効果が二緊現する経l    補助事業を行う → 待機児童が存在する市区町村において保育所整備が促進される  

→ 待機児童が存在する市区町村において待機児童が解消される → 国全体とし  
施策に関する  

評価結果の概  事業の有効性l    本事業は、次世代育成支援対策施設整備交付金事業と異なる緊急的な整備手法により、  
要と達成すべき  
目標等  

が必要とされる市区町村を対象としており、効率的に待機児童の解消  
を図るものである。  

（政策等への反映の方向性）  

平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  待機児童数（単位：人）  本事業の推進により、保育所の待機児童数の解消を図  
（待機児童の解消／－）  る。  

（調査名・資料出所、備考）  
・厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調査  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  受入児童数（単位：人）  本事業の推進により、保育所の受入児童数の拡大を図  
（215万人以上／平成21年  

度）  

（調査名・資料出所、備考）  
厚生労働省統計情報部「福祉行政報告例」による。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内                    ′  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  （整理番号 25）  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥社会1援護局総務課   

事秦名  地域生活定着支援事業   

基本目標Ⅶ  
利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること  

施策目標2  

政策体系上の 位置付け           地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること  
施策目標2－1  

地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること   

刑務所入所中から、出所後直ちに福祉サ←ビス（障害者手帳の発給、年金受給など）につなげる  
ための準備を、各都道府県の保護観察所と協働して進めるため、地域生活定着支援センター（仮  
称）を都道府県ごとに1つ、設置する。  

事業の概要           地域生活定着支援センター（仮称）は、刑務所所在地における、刑務所入所者の帰任先決定、  
ニーズ把握等の事前調整を行う役割と、帰任予定地における入所者の生活保護受給、福祉サービス  
利用の受入先調整を行う役割の2つの役割を併せ持つ。   

【評価結果の概要】  
（］）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 田 無 その他  

（理由）  

安心・安全の観点から、再犯防止のため行う事業であり、行政としての本来業務であ  

るため、行政の関与は不可欠である。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）1田 無 そ唖  

（理由）  

安心・安全の観点から、再犯防止のため、司法施策を所管する法務省と連携して行う  

ものであり、国が、全都道府県でネットワークを組んで行わなければならない性質のも  

のである。  

民営化や外部委託の可否  団   否  

（理由〉  

国として責任を持って行う必要のある事業であるため民営化にはなじまないが、円滑  

な社会復帰を支援するためには、地域の福祉のネットワークとのつながりが求められる  

ため、社会福祉法人やNPO法人などへの委託が可能であると考えられる。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無  有   田  
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効性の評価  

施策に関する  

評価結果の概  本事業の実施により、全国的な福祉と司法のネットワークが形成され、従来、出所後  

要と達成すべき 目標等       も適切な支援を受けられなかった出所者が円滑に地域生活に定着し、再犯の少ない安心  
・安全な社会づくりに資する。  

（3）効率性の評価  

従来、司法と福祉が連携できていなかった分野において、法務省と連携して、厚生労  

働省が事業を行うことで、全国的に効率的な司法と福祉の連携体制が整う。  
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（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  

（概算要求額：940百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  

（達成水準／達成時期）  

1  地域生活定着支援センタ   本事業による相談・調整件数は、法務関係機関と同セ  

ー（仮称）における相談・   ンクーの連携により、当該刑務所出所者に対して行っ  

調整件数  た福祉的支援の状況を示すものである。  

2  

（調査名・資料出所、備考）  

各事業実施者からの報告による。  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  

（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  （整理番号 26）  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名二社会・援護局福祉基盤課   

事業名  福祉人材確保緊急支援事業   

基本目標Ⅶ  

利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること  
施策目標4  

政策体系上の            福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること  
位置付け              施策目標4－1  

社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進すること等により、質の高い福祉サービ  
スを提供すること   

福祉・・介護業務への関心、理解を促進し、福祉・介護の仕事に従事した者をきちんと受け止めて、  
事業の概要     その定着が図られるよう支援し、働きがいのある魅力ある職業となるよう、その取組みを推進す  

る。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） ト固 無 その他  

ぐ理由）  

福祉・介護の仕事が魅力ある職業として社会的に認知され、若い人をはじめ多くの国  

民から働きがいのある職業として選択されるよう、行政機関が福祉介護人材の確保に総  

合的に取り組んでいく必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l固 無 その他  

（理由）  

福祉・介護サービスの最大の基盤は人材であり、質の高い人材が集まらなければ、質  

の高いサービスの提供は困難であることから、現下の緊急的な人材確保に関しては、国  

において支援していく必要がある。  

民営化や外部委託の可否  回  否  
（理由）  

都道府県が認める施設・事業所、養成校に委託することが可能である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無  有  囲  

（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効性の評価  

事業の有効性l  

施策に関する  
都道府県は、優良事例集を参考にしつつ、より地域の実情に応じた事業を開拓し、   

評価結果の概  

要と達成すべき  
目標等  

（3）効率性の評価  

都道府県は、国からの優良事例集を参考にすることにより、より地域の実情に応じ  

た事業の効果的・効率的な実施が可能となる。   
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（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、次年度以降の予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：5，000百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  

（達成水準／達成時期）  

1福祉・介護分野の有効求人  

倍率  

（調査名・資料出所、備考）  

福祉人材センター・バンク職業紹介実績報告  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号27）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名＝老健局老人保健課   

事業名  訪問着護支援事業   

基本目標Ⅸ  
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

施策目標3  

政策休系上の           高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じ   
位置付け  て、介護を必要とする高齢者への支援を図ること  

施策目標3－2  
介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図る  

こと   

訪問看護サービスの安定的な供給を維持する体制を整備し、在宅療養の充実を図るため、平成2  
4年度までを集中的な取り組み期間として、訪問看護ステーションの業務を効率化する広域対応訪  

事業の概要        問看護ネットワークセンターを設置し、全国的に効率的な事業（サービス）実施が図られるよう必  
要な支援を行う。   

【評価結果の概要】  

（必要性の評価）  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  l 隋1  無  その他  
（理由）  

高齢化社会、多死社会が進展するなか、在宅療養の整備は国の責務である。その在  
宅療養の一端を担う訪問看護事業の推進のために、訪問者護サービスの安定的な供給と  
いう高い公益性から公的支援が求められている。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無  その他  
（理由）  

訪問看護サービスの安定的な供給のための体制整備を全国的に行う必要があるため。  
民営化や外部委託の可否  可  否  
（理由）  

都道府県が事業を実施する主体であるが、各都道府県に設置される訪問看護推進協議  
会での議論を 踏まえ、外部委託により実施することも可である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無  有  
（有の場合の整理の考え方）  

功性の評価）  

事業の有効性l  
本事業を通じて広域対応訪問看護ネットワークセンターを設置することにより、訪問  

看護事業所の業務が効率化され、より多くの訪問看護サービス提供が可能となり、その  
結果、在宅療養が推進される。  

施策に関する  

評価結果の概  
要と達成すべき  本事業の実施を通じて、全都道府県に広域対応訪問看護ネットワークセンターを設置   
目標等  する。これにより、現在、個々の訪問看護ステーションが作業を行っている請求業務等  

の事務作業や電話相談等の業務が委託可能となるほか、訪問看護ステーーションへの医療  
材料等提供が可能となることから、業務の効率化が図られ、より多くの訪問着護サービ  
スの提供が可能となる。こうした訪問着譲サービスの拡大により、在宅療養が推進され  
るところであり、本事業の実施によって、政策効果が効率的に発現するところである。   
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（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  

（概算要求額：322百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  

（達成水準／達成時期）  
1  広域対応訪問着護ネットワ    本事業により全都道府県に設置された広域対応訪問着  

ークセンターに加入した1    護ネットワークセンターに加入した訪問者護ステーシ  
訪問看護ステーション当た    ヨンにおける、1訪問看護ステーション当たりの訪問  
りの訪問着護回数（単位：  

回）  

（前年度以上／毎年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
・ 指標1は、「訪問看護推進事業報告書l（老健局老人保健課調べ）によるハ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号28）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨   

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名二老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室  

事業名  認知症対策等総合支援事業   

基本目標二Ⅸ  
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

施策目‡票3  
政策体系上の            高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じて、  

位置付け              介護を必要とする高齢者への支援を図ること  

施策目標3－2  
介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること   

認知症対策として重要である早期の段階からの適切な診断と対応、認知症に関する正しい知識と理解  
に基づく本人や家族への支援などを通じ、地域において総合的かつ継続的な支援体制を確立していくこ  
とを目的とし、①グループホーム等の計画作成担当者や管理者等に対する研修、②認知症の主治医（か  
かりつけ医）やサポート医の養成、③高齢者の権利擁護に関する相談窓口の設置、④地域での認知症医  
療や福祉の拠点に関する情報を整理したマップの作成等により、認知症対策を総合的に推進していくも  
のである。  

事業の概要                    また、「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」での提言に基づき、新たに、地域包括  
支援センターに、認知症の医療と介護における専門的な知識を有する者を「認知症連携担当者」として  
配置することにより、地域での認知症ケア体制及び医療との連携体制を強化するとともに、若年性認知  
症専用のコールセンターを設置する等により若年性認知症者が適切な支援を受けられる体制の構築を図  
ることとしている。   

【評価結果の概要】  

（必要性の評価）  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  l 隋1  無  その他  
（理由） 地域社会において、認知症の方の自立生活を支え、終知症になっても安心し  

て暮らせるまちづく りを推進するためには、家族をはじめ、地域住民の理解が不可欠で  
あり地域全休の意織改革や体制整備を進ゆていくためには、行政が各地域と密接な連携  
のもとに各種事業を推進していくことが必要であるn  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 括1 無  その他  
（理由） 認知症対策を総合的に推進するためには、より地域社会に密着している地方  
自治体が、地域の実情に応じた支援体制を構築し、効果的な支援を行うことが必要であ  
り、国は各地方自治体が許知症対策を展開していく上で、必要な社会的資源の活用方法  
や先進事例の標示、指導者的役割を果たす者の研修等、側面的な支援・助言を行うもの  
である。  
民営化や外部委託の可否  】  l可1  否  
（理由） 本事業は、行政（国・都道府県・市町村等）と地域が一体となって取り組む  

ことにより効果を生じるものであり、実施する事業のうち、より専門的な知識やノウハ  
ウを必要とするものについては、地域において終知症ケアを先駆的に実践している施設  
や団体に委託することが可能である。  
他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無  l   有  
（有の場合の整理の考え方）  

性の評価）  

介護従事者や医療従事者への研修事集を行い、また、地域での認知症高齢者や家族に  
対する総合的かつ継続的な支援体制の構築を行うことで、介護サービス事業の質の向上、  
認知症の早期診断や身近な主治医による琵監知症対応の充実が図られる。  

また、新たに地域包括支援センターに、認知症の医療と介護における専門的な知識を  
有する「認知症連携担当者」を配置することにより、地域での琵知症ケア体制及び医療  
との連携体制が強化され、適切な認．知症介護及び医療の提供が図られるとともに、若年  
性認知症専用コールセンターの設置により、若年性終知症者一人ひとりが適切な支援を  
受けられる体制づく りが図られるものである。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  性の評価）  

（ぉ手段の適正性  
本事業は、行政が各地域と密接な連携のもとに各種事業を推進し、国は各地方自治  

休が認知症対策を推進していく上で側面的な支援・助言を行うものであり、効率的で  
適正な手段である。  

②費用と効果の関係に関する評価  
本事業は、行政が各地域と密接な連携のもとに各種事業を推適し、国は各地方自治  

体が認知症対策を推進していく上で側面的な支援・助言を行うものであり、費用面に  
おいても効率的である∩   
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（政策等への反映の方向性）  
評価結果を踏まえ、平成21年度概算要求において所要の予算を要求する。  

（概算要求額：3，741百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  
1  「認知症連携担当者」が配    本事業の実施により、「認知症連携‡旦当者」が配置さ  

直された地域包括支援セン  
クーの数  
（単位：センター数）  

（前年度以上／毎年度）  

2  若年性認知症専用コールセ    若年性認知症専用コールセンターにおいて相談を受け  

ンクーにおける相談受付件  
数（単位：回）  
（前年度以上／毎年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
・ 指標1及び指標2は、老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室調べによるもので  
ある〈  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

経済財政運営と構  「介護保険制度改革を円滑に実施する観点」から、「総合的な認知症対  
関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  
（主なもの）  

60   



（整理番号 29）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：  平成20年8月  担当部局名‥大臣官房国際課   

事業名  昆虫媒介疾患対策   

基本目標Ⅹ  
国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること  

施策目標1  
政策体系上の            国際社会への参画・貢献を行うこと  

位置付け  

施策目標1－1  
国際機関の活動への参画・協力を推進すること   

本事業は、統合媒介昆虫管理（ⅠVM）を用いて、昆虫媒介疾患対策を推進するためのガイドライン  
事業の概要     の策定及びアフリカにおける昆虫媒介疾患の蔓延地域の担当官を対象にした研修指導を実施する。   

【評価結果の概要】  

（必要性の評価）  

が関与していく必要がある。  

門的な知識やノウハウが必要なため、当該国際機関を通じて事業を実  

生の評価）  

政策効果が発現する経路（繚入→活動→結果→成果）l  
（投入）  

国際機関により事業計画を決定。日本から医師等の専門家の派遣。  

（活動）  

国際機関において専門家会議の実施、ガイドラインの作成、アフリカにおける研修の  
実施。  

（結果）  

事業実施国において、昆虫媒介疾患対策の推凰  

（成果）  

昆虫媒介疾患対策に係るガイドラインの策定、事業実施国における昆虫媒介疾患の減  
少等により、国際社会への参画・貢献を行う。  

の有効性  

昆虫媒介疾患対策については、TICADⅣ及びG8北海道洞爺湖サミットにおいて重要な  
施策に関する  ものとして議論されており、これに係る支援を我が国が積極的に行うことで、世界的評   
評価結果の概  価につながる。  
要と達成すべき  
目標等  

生の評価）  

事業の実施にあたり、当該分野において豊富な知識と経験を有する国際機関を活用す  
ることで、より効率的かつ的確な事業を実施することができる。   
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（政策等への反映の方向性）  

評価結果をふまえ、平成21年度概算要求概算要求において、所要の予算を要求する。  
（概算要求額：95百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  

2  

（調査名・資料出所、備考）  
※本事業の指標について、事業実施主体は国際機関であるため、事業計画が不確定な現  
時点での指標設定は行うことができない。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  

2  

（調査名・資料出所、備考）  
※本事業の指標について、事業実施主体は国際機関であるため、事業計画が不確定な現  
時点での指標設定は行うことができない。  

標  本事業と指標の関連についての説明  
1  

2  

（調査名・資料出所、備考）  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針‘演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事後）要旨  
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（整理番号1）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名：医政局指導課   

事業名  災害派遣医療チーーム（DMAT）研修事業   

基本目標l  

安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  
政策体系上の        施策目標1   

位置付け   地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること  
施策目標1－1  

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が提供できる体制を整備すること   

緊急事態発生時に迅速に災害派遣医療チームを出動させる体制の整備を確保し、これまで以上に  
事業の概要     充実した救護活動ができるよう研修体制を整備するもの   

【評価結果の概要】  

（1）有効件の評価  

有効性の評価l  

災害発生時には、被災地域内の病院では診療機能が低下する上、被災患者が多数来院  
することから、重症患者に対して救急医療の提供が困難となる。  

この場合、被災地域外の災害派遣医療チーム（DMAT）研修を受けたDMATが病院支  
援を行うことで、重症患者は被災地域外へ後方搬送し機能の整った病院で高度な医療を  
提供することにより救命につながることになる。  

平成19年7月の新潟県中越沖地震では、15都県の39病院42チームが出動し、  
刈羽郡総合病院から重症患者をドクターヘリ等で被災地外の病院へ搬送するなど救命に  
寄与し、DMAT活動は高く評価されたところである。  

（2）効率性の評価  

効率性の評価l    DMATは、平成19年度末現在全国で441チーム養成したところであり、平成1  
9年7月の新潟県中越沖地震では42チーム、平成20年6月の岩手・宮城内陸地震で  
は36チームが出動し、病院支援活動等には支障は無かったところである。  

また、毎年10回（1回20チーム程度）以上の研修会を開催した結果、事前評価実  
施時における目標は達成したところである。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：67百万円）   
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アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  研修参加チーム数  10 0   15 0   184  
（200チーム以上／平成20  【50％】  【125％】  【217％】  

年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
事前評価時の目標は200チーム以上の参加となっているが、DMATの運用は、災  

害発生時に常時200チームが対応できる体制が必要であり、現在では、1000チー  
ム以上の養成を目標としている（  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号 2）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名：職業安定局公共職業安定所運営企画室   

事業名  地域職業相談室の体制整備について   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標1  

位置付け  
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

施策目標1－1  
公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

市区町村の要望等を勘案し、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相談室を設置  
し、市区町村独自の相談・情報提供業務と連携した職業相談・職業紹介を行うことにより、一層、  
求職者の再就職の促進を図ることとする。地域職業相談室では次のようなサービスを実施する。  

事業の概要         （1）市区町村庁舎等を活用し、インターネットによる各種情報、求人自己検索端末装置を活用し  
た求人情報の提供、求人の受理及び職業紹介を行う。  

（2）ハローワークインターネットサービスの閲覧や求人自己検索装置の設置を行い、より多くの  
求人情報の提供を図る。   

【評価結果の概要】  

公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供を求職者に  
身近な場所に開設された地域職業相談室で行うことにより、求職者の利便性の向上や効  
率的な就職活動につながり、目標以上の再就職が実現される結果となっている∩  

求職者の利便性も考慮し、公共職業安定所と市区町村との共同■連携した職業紹介等  
のサービス提供を行うために、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する施設を設置  
するために、既存の施設や市区町村庁舎等を活用するなど、効率的に事業を実施してい  

（政策等への反映の方向性）  

平成21年度予算概算要求においては、既存の市区町村との共同事業を強化し、より広域地域を対象とした  
都道府県との共同事業を創設する等、見直しを行い、国と地方公共団体の共同就職支援事業（ふるさとハ  

施策に関する  

評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等   【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15   H16  H17  H18   H19  

1就職件数（件）  36   43   46  

【－％】  【－％】          （月平均30件以上／平成19  

年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。  
備考：地域職業相 数1室あたりの月平均である（  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は、目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1相談件数（件）  205，234  396 483  489 928  

（301，196件以上／平成19  
年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。  

：平成17年摩は115．645件、平成18年摩は214．537件を計画数として設定したハ   
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号 3）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期：  平成20年8月  担当部局名・職業安定局地域雇用、   

事業名  地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の           施策目標2   

位置付け   雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安定を  
図ること   

雇用機会が少ない等の地域において、雇用創造に自発的に取り組む市町村等が提案した、雇用機会  
事業の概要   の創出、能力開発、情報提供・相談等の事業の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高い  

ものを選抜し、当該市町村等に対しその事業の実施を委託する。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効性の評価l  

アウトカム目標として設定した事業利用企業等における雇入数、事業利用求職者等の  
就職件数、アウトプット目標として設定した事業利用企業等の教、事業利用求職者等の  
数の全てを達成しており、有効な施策であったと考えられる（  

（2）効率件の評価  

効率性の評価 

地域の雇用失業情勢は、それぞれの地域が有する様々な特性に基づくものであり、各  
地域で効率的に雇用機会の創出を図るためには、地域の特性や実情に精通した地域の関  
係者の創意工夫や発想を活かした対策を実施することが必要である。本事業は、これら  
の趣旨を踏まえ、地域の関係者より事業に提案を受け付け、そのうちの雇用創造効果の  
高い事業の実施を委託するヰ）のであり、効率的な施策であったと考えられる∩  

（政策等への反映の方向性）  

本事業は平成20年度で終了。当該事業で得たノウ ハウは、平成19年度より実施している地域雇用創造推進  
事業に活用する。  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は、目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

ロ  事業利用企業等における雇   3，289   6，471   6，040  
入数（人）  【％】  【－％】  

施策に関する  
（協議会において年度ごと  

に設定した目標数を上回る  
評価結果の概  ／平成19年度）  

要と達成すべき  2  事業利用求職者等の就職件   8，155   9，744   5，427   
目標等  数（件）  【一％】  【％】  

（協議会において年度ごと  
に設定した目標数を上回る  
／平成19年膚）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：指標1及び2ともに、事業を実施する協議会からの実施結果報告（職業安  

定局調べ）による。  
備考：協議会とは、自発的に雇用創造に取り組む市町村・都道府県及び経済団体など  

により構成される地域雇用創活協議会を言う∩   
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アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  事業利用企業等の数（件）  14，877  20，417  15，006  
【－％】  【－％】           （協議会において年度ごと  

に設定した目標数を上回る  
／平成19年度）  

2  事業利用求職者等の数（人）  55，835  83，819  38，970  
【－％】  【－％】           （協議会において年度ごと  

に設定した目標数を上回る  
／平成19年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：指標1及び2ともに、事業を実施する協議会からの実施結果報告（職業安  

定局調べ）による。  

備考：協議会とは、自発的に雇用創造に取り組む市町村・都道府県及び経済団体など  
により構成される地域雇用倉服告協議会を言う（  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  
闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号 4）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名：職業安定局若年者雇用対策室  

事業名  キャリア探索プログラム等による職業意識啓発の推進   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  
施策目標3－1  

高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

公共職業安定所が産業界と連携し学校において実施している、キャリア探索プログラム、ジュニ  
アインターンシップ等中高校生等を対象とした職業意識形成支援事業について、対象校の拡大、職  

事業の概要        場体験活動に係るコーーディネート機能の充実等拡充を図るため、以下のとおり実施する。  
ア 企業人等の講師派遣等による学校内での職業指導の拡充  
イ 職場体験活動等の拡充   

【評価結果の概要】  
l：1）有効性の評価  

近年、未内定のまま学校を卒業する者、及びフリーターの数が減少し、離職率につい  
ても、在学中における職業意識形成の成果と密接な関係があると考えられる就職後1年  
目の状況に改善傾向が見られるところである。このことは、本事業の実施によって、在  
学中の早期から働くことの意義、職場のルール、仕事の実態等に対する理解を深め、適  
性に即した職業選択・就職の実現と早期離職による失業、フリーター・ニート化の防止  
が図られたこと等の効果が大きいと評価できる（  

l：2）効率性の評価  

の産業・企業において働く者等の協力を得ることにより、具体的な職  
業理解を促すことができるため、費用的にも効率的である。  

また、参加生徒数の実績を見ると、予算を縮小しているにもかかわらず、平成17年度  
以降40万人超で推移しており、未内定卒業者教、フリーター教ともに減少を続けている  
ことから、効率的な運用がなされていろヰ、のと評価できるハ  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所用の予算を要求する。  
施策に関する  

（概算要求額：78百万円）  
評価結果の概  
要と達成すべき  

目標等  【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  キャリア探索プログラム等    1，438   2，958   4，352   4，028   4，282  

開催回数（単位：回）  卜％】   卜％】   卜％】   卜％】   【一％】  

（）  

2  キャリア探索プログラム等    198，259  330，676  434，109  403，661  403，423  
参加生徒数（単位：人）  卜％】   卜％】   卜％】  【135％】  【101％】  
（40万人以上／平成19年度）  

3  ジ ュニアインターンシップ    92，179  94，763  103，629  59，140  73，300  

参加生徒数（単位：人）  卜％】   卜％】   【－％】   卜％】   卜％】  

（）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。  
備考：教育行政や産業界と連携・協力の上で、総合的な学習の時間等を活用し実施す  

るものであり、事前に目標設定することは困難であることから、指標1及び3は目  
標設定していないが、指標2については、目安として数値設定して実施した。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政           経済財政運営と構  ／」、・中学校段階から職業に関する教育を地域の協力も得て充実するとと   
平成16年6月4日    方針演説等内  造改革に関する基     もに、高校段階においては、より具体的な職業観の確立を目指した教育   

閤の重要政策  を強化する  

（主なもの）   
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（整理番号5）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名＝職業安定局若年者雇用対策室  

事業名  大学及び大学生に対する就職支援の強化   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

大学間・学生間の格差の拡大が認められる大学等卒業者の就職環境を踏まえ、大学等就職担当職  
員の技能向上を図るためのマニュアル開発、講習等の支援を新たに実施するとともに、学生職業総  
合支援センタ山システムの強化等により、未内定学生と未充足求人のマッチングの促進を図るた  

事業の概要           め、以下のとおり実施する。  
ア 大学就職支援機能サポート事業の実施  
イ 大卒未充足求人を活用した未内定学生に対するマッチング促進策  
ウ 大学生の就職・採用選考活動のあり方に係る検討会議の開催   

【評価結果の概要】  

（1）有効件の評価  

大学生の就職支援の中心となる大学の就職指導担当者等を対象とした就職指導担当者     セミナ 
ーの開催やマニュアルの提供等の支援を行うことで、大学独自の就職セミナーの  

開催やキャリアカウンセリングをはじめ、低学年からの職業意識啓発・未内定学生に対  
するサポートの強化が図られるなど、各大学において学生に対する就職支援体制が整備  
された。  
その結果、大卒就職者の就職率の上昇、及び就職も進学もしない無業者の割合の低下等、  
就職状況に改善が見られており、本事業が有効であったと評価できる∩  

（2）効率性の評価  

効率性の評価l  

本事業を推進する中でハローワークの有するノウハウが普及し、主体的な就職支援を  
実施できる大学が増加することに伴い、予算の見直しを行うことによって効率的に事業  
を実施している。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所用の予算を要求する。  
（概算要求額：29百万円）  

施策に関する  

評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  アウトカム指標  

（達成水準／達成時期）  
※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  

H15  H16   H17  H18   H19  
1大学新規卒業者の就職率   93．1   93．5   95．3   96．3   96．9  

（単位：％）  【100％】  1100％】  【102％】  llOl％】  llOl％】  
（前年度以上／平成19年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：大学等卒業予定者就職内定状況等調査（厚生労働省、文部科学省共同によ  

るサンプル調査）による。  
備考：各年度の就職率は、卒業した年の4月1日現在の実績である。  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16   H17  H18   H19  

1マニュア／レ等配布大学数  702   709   726   744   756  

（単位：校）  【一％】  【％】  【－％】  【－％】   【－％】  
【 

■：調査名・資料出所、備考）  

備考：  

・本省・各都道府県労働局からの配布実績である。  
・マニュアル等についてはすべて．の大学への配布が前提であることから、目標達成  
率等は設定していないヰ）のである 
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号6）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名‥職業能力開発局能力評価課   

事業名  ものづくり立国の推進   

基本目標 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるよう環  
境整備をすること  

政策体系上の          施策目標 技能継承・振興のための施策を推進すること  
位置付け  

施策目標 3－1 技能継承・振興のための施策を推進すること   

（D若年者ものづくり人材育成促進事業  
ものづくり技能の魅力を啓発し新時代に適合した若年ものづくり人材を育成するため、「2007年  

ユニバーサル技能五輪国際大会」を契機とした若者技能者の育成のため の各種事業により若者の  
職業意識やものづくり技能尊重の気運を高める。  

・技能五輪国際大会出場選手に対する強化訓練の実施  

・企業の工場・訓練校、公共職業能力開発施設等の開放促進等によるものづくり体験の促進  

事業の概要  
・高度熟練技能者を活用した若年者等のものづくり人材育成支援  

（∋「ものづくり立国」の社会的基盤の整備  
「ものづくり立国」推進のため、「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」を活用しつつ、もの  

づくり技能の魅力を若者をはじめ国民各層へ周知し技能尊重気運の醸成を図り、ひいては、若者の  
就労促進を図る。  

・世界技能シンポジウム等の開催  

・ものづくり情報広報サイト等を活用した啓発・広報   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効件の評価 

シンポジウムやホームページ等によるものづくり情報の発信は、若年者をはじめ広く  
国民がものづくり技能に関心や理解を示す社会的素地を形成する契機となり、一方、「も  
のづくり体験教室や若年者ものづくり競技大会の開催」「技能五輪国際大会の選手強化」  
といった若年者を対象としたものづくり人材の育成の取組は、技能を習得したいという  
若年者のニ、一一－－－ズに応え、ものづくり産業への入職の促進等に繋がるものである。  
この2つの取組は、我が国の「ものづくり立国」としての推進■上、重要な2つの柱と位  
置付けられるものであった。  

平成19年11月に開催された「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」は、国家的プロ  
ジェクトとしても位置付けられながら、この2つの柱の中に重要な核として組み込まれ  
たが、多くの来場ととともに、日本選手が好成績を収めるなど、本事業の成果が発現す  
ろヰ、のケなった｛  

効率性の評価  

効率性の評価 

17年度から実施されている本事業は、3年目が一つの節目であったが、2007年問題  
背景としながら、同年に開催された「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」を、本事  
業推進上の”大きな山”と位置付け、大会との相乗効果が図られたことにより効率性は  
高かったヰ、のと評価する  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  

施策に関する  
（概算要求額：535百万円）   

評価結果の概  
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要と達成すべき 目等  
標  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18  H19  

ロ  シンポジウム、フォーラム  7   5   1  

の開催数  

2  技能五輪国際大会の金メダ  7   5  

リスト等による実演数  
3  ものづくり休験教室の開催  87   189   99  

4  企業の工場・訓練校を対象  15   19  
にした講習会の開催数  

5  高度熟練技能者の派遣人目    1，237   1，128  1，615  2，181   2，463  

6  若年者ものづくり技能競技  203   224  
大会の参加選手数  

7  選手強化訓練人目  226   379   1，042  

8  ホームページのアクセス件  62，631  172，000  213，327  

数  
H15  H16  H17  H18  H19  

参考指標                 1  2007年ユニバーサル技能五  292，800  
輪国際大会の来場者数  【195．2％】  

（150，000人以上／平成19  
年度）  

2  3級技能検定の受検者数    72，306  78，337  105，349  141，102  159，606  
（前年度実績（141，120人）  

以上／平成19年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
1、2：民間団体に事業委託し実施された回数  
3、4、5：都道府県職業能力開発協会の調べによる。  
6、7：中央職業能力開発協会の調べによる。  
8：（財）2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会の調べによる。  

（参考指標）  

指標1は中央職業能力開発協会及び職業能力開発局調べによる。  
指標2は（財）2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会、静岡県調べ  
に上ろ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

職業能力開発促進  
法及び中小企業に  
おける労働力の確  

保及び良好な雇用 の機会の創出のた  
年5月11日決議  

めの雇用管理の改  

善の促進に関する  
関係する施政  
方針演説等内  
闇の重要政策  

（主なもの）  財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会が平成19  
2007年ユニパーサ  年11月7日から同月21日まで静岡県において開催する2007年ユニバーサル  
ル技能五輪国際大  技能五輪国際大会に対し、関係行政機関は必要な協力を行うものとす  
平成17年11月11日                    会の日本開催につ  

いて  

（閣議了解）  
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（整理番号7）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名＝社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室   

地域活動支援センター機能強化事業  
事業名  

（小規模作業所への支援の充実強化事業）   

基本目標Ⅷ  
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

施策目標1  

政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   
位置付け  ること  

施策目標1－1  

障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制  
を整備すること   

事業の概要  小規模作業所に対し、新たな施設類型への円滑な移行のために必要な知識等の修得、及び人材育 成・資質向上のための研修事業の実施等を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

効性の評 

小規模作業所の新体系への移行率は、平成18年10月時点で12．9％、平成19年10月時点で  
43・7％と着実に進んでおり、当該効果は、他の規制緩和等の施策とあいまって本事業の  
効果が現出したものであると考えられる。  

）効率性の評価  

効率性の評価l  

・小規模作業所の新体系への移行を促すことにより、既存の資源を活用して、より安    「コで質の高いサービスを提供できる事業所を創出することにつながることから、特に△  
司的に不足する障害福祉サービスの基盤を強化することが喫緊の課題となる中にあっ  
∴ このようなサービス基盤の整備の観点からも本事業は効率的であると考えられる。  
・さらに、本事業による小規模作業所の安定的かつ本格的なサービスの提供を通じて、  

施策に関する  章害者の就労等による自立を促すことになるため、社会全体にとっても効果的であると  
評価結果の概  ，「えられる。  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

本事業は平成17年度限りで廃止しており、今後は、新体系への移行を進めるため、引き続き既に講じている  
規制緩和施策の効果を見定めるとともに、「障害者自立支援法円滑施行特別対策」において実施している小規  
模作業所等の新体系への移行促進策を着実に実施する。   
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アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※   内は 目標達成率（実績値／達成水準）・  
H15  H16  H17  H18  H19  

1  移行作業所数  751  2，553  
【 ％】   r ％】   【 ％】   【12．9％】   【43．7％】  

2  

【 ％1   【％】   【 ％】   【％】   【 ％】  

（調査名・資料出所、備考）  
障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ。  
なお、アウトプット指標である移行作業所数は障害者自立支援法の体系（新体系）  

の移行を指すものであることから、障害者自立支援法の施行された平成18年度以降の実  
穎値についてのみ記載することが可能なものであり、平成17年度以前の計数は存在しな  
V＼〈  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号8）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課   

事業名  重度障害者在宅就労促進特別事業   

基本目標Ⅷ  
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

施策目標1  
政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   

位置付け  ること  
施策目標1－1  

障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域のおける支援体制  
を整備することこと   

在宅の重度障害者を対象にITを活用した企業からの仕事の受注・分配等を行う在宅就労事業者  
事業の癖要     （バーチャル工房）に対して補助を行うとともに、工房を利用する障害者の技術指導等にかかる支  

援を実施する。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効性の評価 

平成17年度の重度障害者在宅就労促進特別事業の利用者数は139人であったが、  
、成18年度は294人と増加しており、在宅就業障害者の就業機会は着実に確保され  
、いると評価できる。  

（2）効率性の評価  
効率性の評価  

就業の機会を得ることができなかった通勤の困難な在宅の重度障害者にとって、在  
宅就労の場を拡大することは喫緊の課題であったが、本事業により、従来就労が困難  
であるとされてきた重度障害者が労働者として働くことが可能となり、ひいては本人  
の経済的な自立にもつながることから、効率性においても高く評価できる。なお、本  
事業は平成17年度に廃止となったが、事業の趣旨は、障害者自立支援法に規定する  
地域生活支援事業に引き継がれているところである。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  

目標等  
政策評価を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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アウトカム指標  
（達成水準／達成時期）  

H15  H16  H17  H18  H19  
1在宅雇用者、在宅起業者数  65人  168人  今後集計  

．予定  

（調査名・資料出所、備考）  
指標1は、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べによるが、平成19年度の数  
は、平成20年度内に集計予定である。  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

H15IH16   H17  H18  H19  
1在宅就労の訓練者数  74人  126人  今後集計 予定  

（調査名一資料出所、備考）    指標1は、社会・援護局障害福祉部障害福祉課調べによるが、平成19年度の数値は、  
、′成20年度内に集計予定である。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

急速に進展する高度情報通信社会において障害者の社会参加を一層推進  

障害者基本計画  
するため、テジタル・ディバイド（ITの利用機会及び活動能力による  

（閣議決定）  
格差）解消のための取組を推進する。  
特に、ITの利用・活用が障害者の働く能力を引き出し経済的自立を促  

関係する施政            「Ⅲ重点的に取 り組むべき課題」   平成14年12月24日                          す効果は大きいことから、その積極的な活用を図る。  方針演説等内     また 
、障害者が地域で安全に安心して生活できるよう、ITの活用によ   

闇の重要政策  る地域のネットワークを構築する。  

（主なもの）  
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（整理番号9）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名二社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課   

事業名  発達障害者支援体制整備事業   

基本目標Ⅶl  

障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  
施策目標1  

政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   
位置付け  ること  

施策目標1－1  

障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制  
を整備すること   

発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、  
全ての都道府県・指定都市に発達障害支援の検討委員会を設置するとともに、各都道府県・指定都  

事業の概要        市の管内にある障害保健福祉圏域のうちの一つにおいて個別支援計画の作成や発達支援等、支援体  
制の整備を実施する。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効性の評価 

平成17年度の個別支援計画の作成件数は82件であったが、平成18年度において  
ま356件と増加しており、またこの数値はモデル的に実施した障害福祉圏域での集計  

のため、管内全体の障害福祉圏域に波及している地域においては、さらに件数は増加  
していると考えられ、個別支援計画の作成を含めた支援体制の整備は着実に進んできて  
、ると評価できる。  

率性の評価  

効率件の評価l    各自治体からの報告によれば、障害福祉圏域で実施したモデルを管内の障害福祉圏域  
に波及した地域も多く、具体的には保育所や幼稚園の巡回指導の実施や発達障害者支援  
センターとの連携、管内全体での個別支援計画の作成等、支援体制の整備は進んできて  
おり、効率性の面からヰー評価できる 

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  （政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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l  

H15   H16   H17   H18   H19  
1個別支援計画作 8 2   3 5 6   908  

‥件）  

（調査名・資料出所、備考）  
旨標1は各自音台体より提出された実績報告書によるものである。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「障害者基本計画」  【■各自治体においてネットワーク作りを効果的に促進するためのモデル  
関係する施政            に基づく「重点施策 実施5か年計画」   平成19年12月        事例集」を平成21年度までに策定する。  
方針演説等内                          ′  

閣の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号10）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨   

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名：社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室  

事業名  日中－一時支援事業（障害児タイムケア事業）   

基本目標Ⅷ  
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

施策目標1  

政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   
位置付け  ること  

施策目標1－1  
障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制  

を整備すること   

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動  
事業の概要     の場を提供し、見守り及び社会に適用するための訓練等を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効件の評価 

・これまで障害のある中高生の預かり等を行うサー，ビスの基盤整備がなされていなかっ  
こが、本事業により、障害のある中高生の放課後や夏休みなどの長期休暇中に活動する  
所を身近なところに確保することが可能となり、平成17年度においては約13万人を弄  
に事業を実施した。  

・地域生活支援事業の「日中【時支援事業」として引き継がれた後にあっても、当該  
∈の実施市町村数は平成18年度の1，397市町村から平成19年度の1，508市町村（速報値）  
こ増加していることにかんがみれば、本事業に対するニーズは依然として高く、本事業  

件を示すヰ、ので矛）ろと老身る∩  

率性の評価  

・障害のある中高生の預かり等を行うサービスの基盤整備に対するニーズは高い一方  
で、障害のある中高生が活用できる－一般施策はほとんどなかったため、本事業の創設に  
よる政策効果は高いと評価できる。  
・本事業により、障害のある中高生の放課後や夏休みなどの長期休暇中に活動する場所  
を身近に確保することが可能となった。  
・また、本事業は障害者自立支援法の施行に伴い「日中一時支援事業」に引き継がれた  
ことにより、地域の特性や利用者の状況に応じて市町村の判断により地域の実情に応じ  
て実施することができるようになったことから、より柔軟な形態で事業を効率的・効果  
的に実施することが可能となっている。  

施策に関する  
（政策等への反映の方向性）   

評価結果の概   

要と達成すべき   、、   的・効果的な事例を示すなどにより、適切に事業が展開されるよう促すとともに、平成21年度予算概算要求に  
目標等   おいて所要の予算を要求する。   
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成19年の集計結果は、本年9月中に公表予定  
だし、本事業は平成17年度に創設されたため、平成16年度以前の数値は記載 
い。また、本事業の内容は平成18年度以降地域生活支援事業である「日中一時 
業」に引き継がれ事業体系が変更されたことに伴い対象者が変わったため、単純 
を行うことはできない。  

部障害福祉課調べによる。  
本年9月中に公表予定  

17年度に創設されたため、平成16年度以前の数値は記載で  
内容は平成18年度以降地域生活支援事業である「日中一時支  
業体系が変更されたことに伴い対象者が変わったため、単純な  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針濱説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号11）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期二平成20年8月  担当部局名・老健局老人保健課   
女性のがん緊急対策：女性のがん検診及び骨粗髭症啓発普及等事業費  

事業名  
（女性のがん検診に関する普及啓発推進事業費、骨粗髭症啓発普及等事業費）   

基本目標Ⅸ  
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

施策目標3  

政策体系上の 位置付け           高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じ   て、介護を必要とする高齢者への支援を図ること  
施策目標3－1  

高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進するこ  
と   

市町村が実施する「乳がん検診」及び「子宮がん検診」について、受診率の向上及び死亡率減少  
効果のある検診を推進するため、適齢層への啓発活動を展開するとともに、休日や夜間等における  
検診の利便性の向上等を通じた受診率向上のための啓発事業等を行い、女性の健康支援対策を推進  
する。  

事業の概要              また、寝たきり原因の第1位が脳卒中、第2位が老衰、第3位が骨折であり、骨粗髭症は高齢社  
会が抱える問題の一つとなっている。その検診を行うことは、高齢期において寝たきりとなること  
を予防し、ひいては要介護状態とならないことにつながるものであることから、高齢者に対し検診  
の受診を勧奨するするための啓発普及事業を展開する。また、骨粗紫症予防は、骨の成長過程で対  
策を実施する必要があるため、若年者に対しての啓発事業についても実施するものである。   

【評価結果の概要】  

（有効性の評価）  

有効性の評価l  

乳がん受診者数・乳がん患者発見数、骨粗影症受診者数・骨粗紫症検診要精検者数は、  
基本的には、目標達成率が100％を超えるとともに、その数も増加してきている。ま  
た、子宮がん検診についても、一定の目標達成率を達成しているといえる。  

したがって、本事業による啓発活動への補助を通じて、検診受診者数・患者発見者数  
等が増大することにより、がんによる死亡者数の減少や、高齢期における骨折による要  
介護者の増加の抑制といった効果が生じたと考えられるところであり、本事業は有効で  
あると評価できる・。  

率性の評価  

効率性の評価l       乳がん受診者数・乳がん患者発見数、骨粗髭症受診者数・骨粗髭症検診要精検者数は、  
基本的には、目標達成率が100％を超えるとともに、その数も増加してきている。ま  
た、子宮がん検診についても、一定の目標達成率を達成しているといえる。  

したがって、本事業による啓発活動への補助を通じて、検診受診者数・患者発見者数  
等が増大することにより、がんによる死亡者数の減少や、高齢期における骨折による要  
介護者の増加の抑制といった効果が生じたと考えられることから、補助に見合う効果が  
得られたものと考えられるところであり、本事業は効率性を有するものであると評価で  
きる。  

また、都道府県においては、市町村及び任意団体と連携して乳がん検診、子宮がん検  
診の適齢層 への啓発活動を効果的に行うなど、効率的な取組が実施されている。  

施策に関する                                                                                               （政策等への反映の方向性）   

評価結果の概  評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
要と達成すべき  なお、老人保健法の全面改正に伴い、平成20年4月より骨粗髭症検診及びがん検診については健康増進法   

目標等   に基づき実施することとされたところ、これらの普及啓発事業は平成20年度において「女性のがん検診に関する  
普及啓発推進事業費」及び「骨粗発症検診啓発普及等事業費」として実施しているが、平成21年度予算概算  
要求においては、政策目標を達成するため、事業をより効果的に実施すべく、①「乳がん・子宮がん」②「骨粗  
寿症」③「若い女性のやせ対策」④「更年期障害、更年期症状」等について都道府県が地域の実情に応じて実  
施する創意工夫をこらした女性の健康づくりに関するモデル事業に対し支援を行う「女性の健康支援対策事業  

費」について予算を要求することとしている。  
（概算要求額：150百万円の内数）   
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アウトカム指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実結構／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  乳がん患者発見数（マンモ  
グラフイ）  

※達成水準H17：2，000人    1，563   2，685   4，398   4，529   集計中  
H18：3，200人H19：4，300人  【219，9％】  【141．5％】  【－％】  
（事前評価より）  

2  子宮がん患者発見数  
※達成水準H17：3，100人    2，644   2，417   1，962   1，898   集計中  
H18：3，200人H19：3，300人  【63．3％】  【59．3％】  【－％】  

（事前評価より）  

3  骨粗髭症検診要精検者数  
※達成水準H17：7，600人    2，762   2，577  29，321  38，378  集計中  
H18：9，500人H19：11，300  【385．8％】  【404．0％】  【－％】  

人（事前評価より）  

（調査名・資料出所、備考）  

「地域保健・老人保健事業報告」（大臣官房統計情報部調べ）による。平成19年度の  
数値は集計中であり、平成21年3月に公表予定∩  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「「がん対策推進基本計画」に基づき、10年以内にがんの死亡率を20％  

経済財政改革の基    平成19年6月19日  減少させる等の目標達成に向け、放射線療法及び化学療法の推進並びに  
関係する施政                           本方針2007  これらを専門的に行う医師等の育成、治療の初期段階からの緩和ケアの   
方針演説等内  実施、がん登録の推進を重点としつつ、がん対策に総合的に取り組む」  
闇の 

（主なもの）  
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（整理番号12）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名二老健局計画課   

事業名  地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金   

基本目標Ⅸ  
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

施策目標3  
政策体系上の           高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じ   

位置付け  て、介護を必要とする高齢者への支援を図ること  
施策目標3－2  

介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図る  
こと   

国民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、市区町村が地域の実情に合わせて裁量  
事業の概要     や自主性を生かしながら介護サービス基盤等を整備することや、介護療養病床の老人保健施設等へ  

の円滑な転換を本事業において支援する。   

【評価結果の概要】  

（有効性の評価）  

全サービスの利用者に占める地域密着型サービスの利用者の割合が、本交付金制度開  
始当初に比べ増加傾向にあること等から、市区町村が地域の実情・ニーズを踏まえ策定  
した整備計画に基づき本交付金を活用することによって、基盤整備が着実に図られてい  
ると考えられ、本交付金が有効であると評価できる。  

また、当該指標のうち「介護サービス利用者数に対する地域密着型サービス利用者数  
の割合」については、1割以下の水準にとどまっている．ものの、介護サービス全体の供  

給暑が増加している中で一定の伸びを示しているヰ、のと評価 

率性の評価  

効率性の評価l  

（1）手．段の適正性  
従来の施設種別ごとの補助金制度に比べ、市区町村が策定した整備計画に対する交  

付金制度としたことで、事務手続きの簡素化につながり、また市区町村の負担割合の  
設定を地域の実情に合わせて設定することが可能となり、自主性・独創性を生かした  
弾力的な執行が行われているものと考えられる。  

（2）費用と効果の関係に関する評価  
市区町村が、地域の実情に応じ、サービス基盤の整備計画を策定することで、地域  

施策に関する  住民のニーズに応じた効率的かつ重点的な基盤整備を進めることができていると考え   
評価結果の概  られる。   
要と達成すべき  また、本交付金のうち地域介護・福祉空間推進交付金において、事業立ち上げ時の   

目標等  備品購入費や人件費などの事業運営に関する経費も交付金の対象範囲とすることによ  
り、地域密着型サービス事業所の新規参入がスム｝ズに行われていると考えられる∩  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
なお、．本交付金の利用が進んでいない状況を踏まえ、平成20年度においては、各種会議における積極的な  

説明等により、当該事業について関係者への十分な周知に努めるとともに、実態把握・分析を行い、本交付金  
の更なる活用を図る。また、介護療養病床の転換については、平成23年度末が期限であることから、今後、介  
護療養病床の転換に係る本交付金の申請の増加が見込まれるため、引き続き十分な支援ができるよう、平成2  
1年度においても、予算概算要求を行う。  

（概算要求額：40，000百万円）   
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アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  介護サービス利用者数に対  5．9  7．0  

する地域密着型サービス利  卜％】   【118．6％】  

用者数の割合（単位：％）  
（前年度以上／毎年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
・ 指標1は「介護給付費実態調査月報」（大臣官房統計情報部調べ）によるものであ  

り、毎年3月のサービス提供実績を基に算出された数値である。なお、「地域密着型  
サービス」は、住み慣れた地域・自宅での生活を支援していく観点から、平成17年  
介護保険制度改正で制度化されたヰーのであり、数値は平成18年度からのものである。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  

（主なもの）  
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平成20年度成果重視事業評価書要旨  
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平成20年度成果重視事業評価書要旨   

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名二健康局総務課生活習慣痛対策室  

事業名  健康増進総合支援システム事業   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標11  
政策体系上の            妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、  

位置付け              国民的な健康づく りを推進すること  

施策目標11－2  
生活習慣の改善等により健康寿命の延命等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図ること   

生活習慣病の主要因である国民の生活習慣の改善を行うためには、必要な情報提供や継続的専門  
事業の概要     指導の実施プログラムなどが不可欠であるため、科学的知見に基づく正しい情報の発信、保健師等  

の専門家の個別指導が受けられる双方向対話型プログラムの開発を行う事業である。   

【評価結果の概要】  

インターネット等を活用して、①科学的知見に基づく正しい情報の発信、②自ら生活習慣の改善を行うことを  
支援するプログラムの開発、③保健師等専門家の個別指導が受けられる双方向対話型プログラムの運用を平  
成20年度から行う。  
当該事業を国が行うことは、医療関係機関等の科学的知見に基づく正しい情報の共有化が図れるため効率  

的である。  
また、生活習慣の行動変容に基づくシステムをインターネットを通じて利用することにより、国民自ら健康管理  

を行うことが可能となるため有効である。  

（政策等への反映の方向性）  

今後行われる評価結果を踏まえ、今後の生活習慣病対策のあり方について検討を行っている。  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  

アウトカム指標  H17  H18  H19   H2 0  

目標等一  
1健康増進総合支援シス  

テム利用者の満足度  実′  
（単位：％）  

（調査名・資料出所、備考）  
健康増進総合支援システムは平成20年度から運用しているため、現時点での評価は  

できない 

アウトプット指標  H17  H18  H19   H2 0  

1健康増進総合支援シス  ≡・：・  

テムへの情報のアクセス     実績  
数（単位：件数）  遠慮痩杏仁：  

二Z健康増進総合支援シス  
テムの活用件数  ＿＿【‖  案應  

（単位：件数）  

（調査名・資料出所、備考）  
健康増進総合支援システムは平成20年度から運用しているため、現時点での評価は  

できない∩  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号2）  

平成20年度成果重視事業評価書要旨  

評価実施時期二平成20年8月  担当部局名：老健居宅人保健課   

事業名  マンモグラフィ緊急整備事業   

基本目標Ⅸ  
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

施策目標3  

政策体系上の           高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じ   
位置付け  て、介護を必要とする高齢者への支援を図ること  

施策目標3－1  
高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進するこ  

と   

（1）マンモグラフィ緊急整備事業  
各自治体におけるマンモグラフィの導入状況・計画を踏まえた上で、必要なマンモグラブイ  

事業の概要  の機器整備のための補助を行う。  
（2）マンモグラフィ撮影技師及び読影医師養成研修  

マンモグラフィの機器整備に伴い、撮影技師及び読影医師を養成するための研修を行う。   

【評価結果の概要】  

平成18年度地域保健・老人保健事業報告によれば、市町村におけるマンモグラフィによる乳がん検診の受診  
者数は約163万人と増加しており、また、乳がんによる死亡者数を減少させるために最も効果がある早期発見に  

関する指標である発見がん患者数は4，529人と目標を大きく上回っていることから、平成18年度は、当該事業に  
ついて十分に評価できる。  

なお，、平成19年度の数値は集計中であり、平成21年3月に公表予定である。  

（政策等への反映の方向性）  

本事業は、平成17・18年度にマンモグラフィを緊急的に整備する費用に対して国庫補助を行うものであり、平  

成19・20・21年度は予算要求していない。  

なお、、目標値については、本事業により緊急的に整備したマンモグラフィの効果をも測定できるよう、平成19年  

度まで設定しているものである。  

施策に関する  
評価結果の概  

要と達成すべき  

目標等  アウトカム指標  H17   H18  H19   H2 0  
1発見乳がん患者数  3，200  ー‖目腰＿＿＿  

（単位：人）  ＿－＿案應＿〝   

達成度合〔、   A   A  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1は、地域保健・老人保健事業報告（大臣官房統計情報部調べ）によるが、平成  
19年摩の数値は集計中であり、平成21年3月に公表予定（  
アウトプット指標  H17   H18  H19   H20  

1マンモグラフィ受診者数  ′▼＿ 目腰√  
（単位：人）  H∵泰緯′  

達成度合い   

（調査名・資料出所、備考）  

・指標1は、地域保健・老人保健事業報告（大臣官房統計情報部調べ）によるが、平  
成19年度の数値は集計中であり、平成21年3月に公表予定∩  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

「「がん対策推進基本計画」に基づき、10年以内にがんの死亡率を20％  
経済財政改革の基   平成19年6月19日  減少させる等の目標達成に向け、放射線療法及び化学療法の推進並びに  

関係する施政                         本方針：ZOO7  これらを専門的に行う医師等の育成、治療の初期段階からの緩和ケアの   
方針演説等内  実施、がん登録の推進を重点としつつ、がん対策に総合的に取り組む」  
闇の重要政策  

（主なもの）  
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平成20年度成果重視事業評価書要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名：大臣官房統計情報部企画課情報企画室   

事業名  厚生労働省ネットワーク（共通システム）最適化事業   

基本目標ⅩⅢ  
国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること  

施策目標1  
政策体系上の            電子政府推進計画を推進すること  

位置付け              施策目標1－1  

行政分野へのIT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利  
便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図ること   

平成］L6年3月に策定された「共通システムの見直し方針」に基づき、府省内ネットワークの集約  
化・共用化を実施し、府省内のLANで運用する電子メールシステム、電子掲示板等の基本システ  

事業の概要        ムを統一一化するとともに、LANの運用管理業務の集中化を図るものである。  
※参考：厚生労働省ホームページ  

http：／／www．mhlw．go．jp／sinsei／torikumi／03／index．html   

【評価結果の概要】  

最適化実施により、これまで別に調達していたインターネット回線を中核的LANシステムの更改（2005年7  
月）と一一括して調達したところ、予定していたとおり、年間22，800千円が経費削減され、また、中核的LANシス  
テムの更改を実施することにより、運用等に職員が費やす年間2，250時間の削減となり、目標値を達成したと  
評価できる。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  

施策に関する  

評価結果の概  
要と達成すべき  アウトカム指標  H17  H18  H19   H2 0  

目標等  1削減経費（中核的LAN    目標  22，800  22，800  22 800  22，800  
システムの更改）  芙魔  22 800  22 800  22 800  
（単位：千円）  達成度合い   A   A   A  

2削減業務処理時間  目標   2，250  2，250   2 250   2，250  

（単位こ時間）  2250               実績   2 250  2 250  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1及び2は、「最適化効果指標・サービス指標一覧（厚生労働省ネットワーク（共  
通システム））」（2008年（平成20年）8月25日厚生労働省行政情報化推進会議  
決定（別添参照∩）による（  

施政方針演説等  年月日   記載事項く抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  

（主なもの）  
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（竪琴番号4）  

平成20年度成果重視事業評価書要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名＝職業安定局労働市場センター業務室   

事業名  職業安定行政関係業務の業務・システム最適化事業   

基本目標ⅩⅢ  
国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること  

施策目標1  
政策体系上の            電子政府推進計画を推進すること  

位置付け              施策目標1－1  

行政分野へのIT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利  
便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図ること   

職業安定行政関係業務の業務・システム最適化にあたっては、「予算効率の高い簡素な政府の実  
現」を目標として、「利用者の利便性の維持・向上」、「業務の効率化・合理化」、「安全性・信  
頼性の確保」及び「経費削減」の4つを基本理念として、以下を実施する。  
【実施施策（主なもの）】  

1 利用者（国民、事業主）の利便性の向上  
事業主等の事務手続にかかる負担軽減、利用者向けの求人情報提供サービスの向上を図る。  

2 業務の処理の効率化・合理化  
職業安定行政関係業務においては、利用者と対面で行う業務が根幹となることから、失業の認  

定、職業相談・職業紹介、事業主指導等に十分に時間をかけて対応できる体制の確保を図る。  
事業の概要                               3 システム機能の統廃合・システム構成の見直し  

これまで別のシステムとして構築・運用されてきた総合的雇用情報システム、雇用保険ト一夕  
ル・システム等については、「職業安定行政関係システム（仮称）」として一体化する。  

4 安全性・信頼性の確保  
職業安定行政関係業務が大量の企業情報、個人情報を扱う業務であることを考慮して、セキュ  

リティの確保等に万全を期す。  
5 調達における透明性の確保  

システムの調達や契約に関する透明性や公平性の向上を推進する。  
6 業務・システム最適化計画の実施に向けた体制の整備  

ITガバナンスの強化とPDCAサイクルの確立   

【評価結果の概要】  

1削減経費  

平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。  

2 削減業務処理時間  
平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。  

3 オンライン申請利用率  

促進策の推進を行ってきたが、目標率達成には至らなかった。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：28，350百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  
アウトカム指標  H17  H18  H19  H2 0  
1削減経費  なし   なし  ≡・i  

（単位：千円）  実績  なし  
施策に関する  

なし  
達成度合い  なし   7上し  

評価結果の概  2削減業務処理時間  旦標 なし   なし  一＿＿    なし  
要と達成すべき  （単位：時間）  実績  なし  なし  

達成度合い  
目標等  

なし  なし  
3オンライン申請利用率  目標  別添の1  

（単位：％）  （1）③  
参照   参脂   ‾‾】一  

真顔  別添1  

（1）（∋  

参照  
達成度合い  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：  

・指標1～3は、「最適化効果指標・サービス指標一覧（職業安定行政関係業務）」  
（2007年（平成19年）8月23日厚生労働省情報政策会議決定。別添参照。）による。  
・事業開始が平成18年度からのため、平成17年度欄の数値の記載はなし。  

備考：  

・指標1、指標2は2011年度（平成23年度）より目標設定を行い、効果が発現する  
予定である。なお、「最適化効果指標・サービス指標一覧（職業安定行改関係業務）」  
における、2008，2009，2010年度の削減目標額は最適化計画途上の数字であり目標  
値ではないため未掲載としている。（2011年度の数値が目標値）  
・指標3の数値は、以下の計算式により算出した。  

式】オンライン申請利用率＝（オンライン申請件数／ノ仝申請件数） ×100  

評価書に添付している。   
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度成果重視事業評価書要旨  

担当部局名＝労働基準局労災補償部労災保険  

評価実施時期‥平成20年8月  業務室システム最適化推進室   

事業名  労災保険給付業務の業務・システム適化事業   

基本目標ⅩⅢ  
国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること  

施策目標1  
政策体系上の            電子政府推進計画を推進すること  

位置付け              施策目標1－1  

行政分野へのIT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利  
便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図ること   

1労災保険給付における本省払いへの集約化  
労災保険の給付事務のうち、都道府県労働局及び労働基準監督署において行っている支払事務を本省に  

集中化する。  

2 システム化による業務効率化  

次の業務をシステム化することにより業務の効率化を図る。  
住）労災保険特別加入に係る承認・給付業務、  
②第三者行為災害における求償業務  

③義肢等の支給業務  
④各種統計の集計業務  

事業の概要  
⑤認定等の支援業務  

3 メインフレームのオープン化  

メインフレームを廃止してオープン化するとともに、標準技術を採用した汎用製品 等を利用することで、柔  
軟性・拡張性の高いシステムとする。  

4 他のシステムとの連携強化  

他のシステムとの連携を強化し、基礎年金番号を利用しての支給調整等の業務を適正かつ迅速に行う。  

※参考：厚生労働省ホームページ  

http：／／www．mhlw．go．jp／sinsei／torikumi／03／index．html   

【評価結果の概要】  

1削減経費  
平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。  

2 削減業務処理時間  
施策に関する 評価結果の概               平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。   
要と達成すべき 目標等  3 オンライン申請  

利用促進策を推進した結果、利用率が前年度に比べ概ね向上したが、目標値達成には至らなかった。  

（政策等への反映の方向性）  

1平成21年度予算については、国庫債務負担行為等に基づき、所要の予算を要求する。  

2 オンライン申請の利用促進については、年度更新期間における山部の労働局内の申請窓口に、電子申請  
の体験コーナーを試行的に実施した結果を踏まえ、対策を検討する等、引き続き促進策を推進する。   
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アウトカム指標  H17  H18  H19   H20  

1削減経費  目標     なし  なし  なし  
（単位：千円）  実績  なし   なし   なし  

達成度合い  
2削減業務処理時間  目標     なし  なし  なし  
（単位：時間）  なし  実腰     なし  なし  

達成度合い  
3 オンライン申請利用率  目標  別添の1  別添の1  別添の1  

（単位：％）  （1）③  

泰照   
実績  別添の1  

（1）③  

参照   

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1～3は、「最適化効果指標・サービス指標一覧（労災保険給付業務の業務・シ  
ステム）」（2007年（平成19年）8月23日厚生労働省行政情報化推進会議決  
定。別添参照。）による。  
事業開始が平成18年度からのため、平成17年度の数値の記載はなし。  

・指標1は2009年度（平成21年度）より、指標2は2011年度（平成23年度）  
より目標設定を行い、効果が発現する予定である。  

・指標3の数値は、以下の計算式により算出した。  
【計算式】オンライン申請利用率＝オンライン申請件数／全申請件数×100  

※別添は、評価書に添付している。   

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の軍要政策  
（主なもの）  
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平成20年度成果重視事業評価書要旨  

担当部局名‥労働基準局労災補償部労災保険  
評価実施時期＝平成20年8月  業務室システム最適化推進室   

事業名  監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化事業   

基本目標ⅩⅢ  
国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること  

施策目標1  
政策体系上の            電子政府推進計画を推進すること  

位置付け              施策目標1－1  

行政分野へのIT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利  
便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図ること   

【評価結果の概要】  

1相談業務の効率化のための対応  
（1）府省共通業務・システムである「苦情・相談対応業務」の業務・システムの最適化の動向を踏まえ、府省共  
適業務・システムを積極的に活用する。  
（2）労働相談窓口支援システムを構築する。  

（3）録音音声等で対応する機能や、インターネットを利用したホームページの画面案内（FAQの掲載等）により  

事業の概要  
365日24時間対応が可能なシステムを構築する。  

2 免許管理業務の集中化等  

免許管理業務の集中化を行い、免許証の作成を自動化する。  

3 手作業業務のシステム化  

労働基準関係法令違反の申告に対する申告処理業務、未払賃金立替払業務、特定機械管理等業務など  
の手作業業務をシステム化する。   

【評価結果の概要】  

1削減経費  
平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。  

施策に関する  2 削減業務処理時間  
評価結果の概               平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。   

要と達成すべき 目標等  3 オンライン申請  

利用促進策を推進した結果、利用率が前年度に比べ概ね向上したが、目標値達成には至らなかった。  

（政策等への反映の方向性）  

1平成21年度予算については、国庫債務負担行為等に基づき、所要の予算を要求する。  

2 オンライン申請の利用促進については、年度更新期間における一部の労働局内の申請窓口に、電子申請  
の体験コーナーを試行的に実施した結果を踏まえ、対策を検討する等、引き続き促進策を推進する。   
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アウトカム指標  H17  H18  H19   H2 0  

1削減経費  目標  なし   なし   なし  
（単位：千円）  実魔     なし  なし  なし  

達成度合い  
2削減業務処理時間  …・＝・  

（単位：時間）  実績  なし   なし   なし  
達成度合い  

3 オンライン申請利用率  目標  別添の1  別添の1  別添の1  
（単位：％）  （1）③  

参照   参照   参照  
実績  別添の1  

（1）（∋  

参照   

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1～3は、「最適化効果指標・サービス指標一覧（監督・安全衛生等業務）」（2  
007年（平成19年）8月23日厚生労働省行政情報化推進会議決定。別添参照。）  
による。  
事業開始が平成18年度からのため、平成17年痩の数値の記載はなし。  

・指標1は、2009年度（平成21年度）より、指標2は2011年度（平成23年  
度）より目標設定を行い、効果が発現する予定である。  

・指標3の数値は、以下の計算式により算出した。  
一計隻式】オンライン申請利用率＝オンライン申請件数／全申請件数×100  

※「別添」は、評価書に添付している。   

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施鱒  
方針演説等内  

闇の蔓要政策  
（主なもの）  
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平成20年度成果重視事業評価書要旨   

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名：労働基準  

労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化事業  事業名   

基本目標ⅩⅢ   
国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること  

施策目標1   

電子政府推進計画を推進すること  
施策目標1－1   

行政分野へのIT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利  
便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図ること  

政策体系上の   
位置付け  

1労働・社会保険関係手続のワンストップ化  

労働保険適用徴収関係手続について、事業設立や廃止等の同一契機に行う手続を中心に、これまで都道  
府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所で受け付けていた届出等をいずれか→カ所で受け付ける  
ことを可能とするワンストップ化を図り、事業主等の利便性の向上を図る。   

また、事業場を特定する番号について、雇用保険給付に係るシステムで用いている 番号との統一化による  
同システムとのデータの共用化を行う。さらに、社会保険との事業場（事業所）コードの共通化に向けた検討を  
進めるとともに、法人コードを記録することを検討する。   

2 都道府県を越える所在地変更時における届出等の簡素化   
都道府県を越える事業場所在地の変更時に、移転元及び移転先の都道府県労働局等で必要であった確  

定保険料の申告等の手続を不要とし、移転先の都道府県労働局等への手続のみで可能とすることにより、事業  
主等の申告書作成に係る作業量の軽減及び複数窓口への提出作業等の削減を図る。   

3 申告書等の書類管理のシステム化   

年度更新申告書等をスキャナ等で電子画像化し、受付状況と併せてシステムで管理することで、検索を容易  
にし、事業主等からの問い合わせ対応等に係わる業務の合理化及び未申告事業場の管理の効率化を図る。   

4 問い合わせ対応業務等の外部委託化   
従来、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所等において行っていた事業主等からの問い合  

わせや帳票提供依頼への対応について、外部委託により運営を行う「集中事務処理センター（仮称）」にて、集  
中的かつ効率的に対応する。   

5 電子申請システムの見直しによる事業主等の電子申請時の負担の軽減等による電子申請の利用促進   
府省共通業務・システムである「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務」の最適化計画に  

沿って整備されるe－Gov（電子政府の総合窓口）に電子申請の窓口機能を統合し、電子申請の利用者の端  
末の多様化（多様なオペレーティングシステムが利用可能となる）、Web化（プログラムのダウンロード等を不要  
となる）、仕様の公開（事業主や労働保険事務組合等が利用している各種データを活用して電子 申請を行うこ  
とが可能となる）及び電子申請の操作の共通化等を実現することにより、事業主等の電子申請に係る負担が軽  
減される。   

また、申請書等の作成および提出代行を行う社会保険労務士からの年度更新申告について、事業主の電  
子署名を不要とする方式を活用することにより、社会保険労務士の電子申請の利用促進を図る。   

6 届出書類作成支援機能の提供   
従来、読み取り装置の関係で指定用紙であった届出様式を、事業主等がパソコンで普通用紙を用いて作成  

し、届出を可能とする機能をインターネットで提供することにより、事業主等が行う届出書類作成業務の簡素化  
を図る。   

7 メインフレームのオーフン化   

再構築によりメインフレームをオ・一プン化することにより、運用コスト及び調達コストの削減を図る。   

※参考：厚生労働省ホームページ  

http：／／www．rnhlw．go．jp／sinsei／torikumi／03／index．html  

事業の概要  

【評価結果の概要】  

1削減経費   

平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。   

2 削減業務処理時間   

平成19（2007）年度においては、最適化の効果は発現しない。   

3 オンライン申請   

利用促進策を推進した結果、利用率が前年度に比べ概ね向上したが、目標値達成には至らなかった。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  
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（政策等への反映の方向性）  

1平成21年度予算については、国庫債務負担行為等に基づき、所要の予算を要求する。  

2オンライン申請の利用促進については、年度更新期間における一部の労働局内の申請窓口に、電子申請  
の体験コーナーを試行的に実施し、またその実施結果を踏まえた 次なる対策を検討する等、引き続き促進策  
を推進する。  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  H17  H18  H19   H20  

1削減経費  目標     なし  なし  なし  
（単位：千円）  実績     なし  なし  なし  

達成度合い  

2 削減業務処理時間  目標  なし   なし   なし  
（単位：時間）  案魔     なし  なし  なし  

達成度合い  
3 オンライン申請利用率  目標  別添の1  別添の1  別添の1  

（単位：％）  （1）③  
参照   参照   参照  

実績  別添の1  

（1）③  

参照   

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1～3は、「最適化効果指標・サービス指標一覧（労働保険適用徴収業務）」（2  
008年（平成20年）3月19日改訂。別添参照。） による。  

・事業開始が平成18年度からのため、平成17年度の数値の記載はなし。  
・指標1は2010年度（平成22年度）より、指標2は2013年度（平成25年度）  
より目標設定を行い、効果が発現する予定である。  

・指標3の数値は、以下の計算式により算出した。  
【計算式】オンライン申請利用 率＝オンライン申請件数／全申請件数×100  

※l別添」は、評価書に添付している。   

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

由係する施政  
方針演説等内  

廟の垂妻政策  

（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨正誤表   

標記に係る「グローバル臨床研究拠点整備事業」（平成20年度事業評価書（事前）要  

旨15ページ）の概算要求額に誤記入がありましたので、以下の正誤表のとおり修正い  

たします。   




